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     （午前 ９時３０分 開議） 

○議長（秋田裕三君） 皆様、おはようございます。 

  これから、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しているとおりでございます。 

  それでは、日程に入ります。 

     日程第１ 一般質問 

○議長（秋田裕三君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告に基づき順番に発言を許可いたします。 

  まず、稲田常実議員の一般質問を行います。 

  ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） おはようございます。２番、稲田です。通告に基づき一般質

問をさせていただきます。 

  まず、大きく２点についてお伺いします。 

  一つ目は、合併後10年を迎えてということで、合併後10年を迎え、10月25日には

市制10周年記念式典が行われました。「夢を語ろう！宍粟市の未来に向かって」を

テーマとし、今後のスタートとなったわけですが、いまだ北部地域では合併のメリ

ットを感じておられる方より、デメリットを感じておられる方のほうが多いように

感じます。 

  全ての人に理解を得るということは、なかなか容易ではありませんが、少なくと

もはっきりとした夢や希望があれば、ある程度の理解が得られるのではないかと思

っております。 

  宍粟市として、これからの夢や希望について、市長がどのようにお考えかをお聞

きします。 

  また、広報11月号の市長室だよりの中にもありますが、「これからの地方創生に

は、若者の定着が最重要課題です。戦略の方向性は定めていますが、子育て中のお

母さんや若者との対話により、より具体的な方策を探り出す。」とありますが、市

長就任後、２年半が過ぎております。今から探っているようでは、少しスピード感

に欠けると思いますが、市長就任時から何かの方策がなかったのか、お尋ねします。  

  続いて、２点目ですが、行政サービスについてお伺いします。 

  私も議席をいただいてから、常任委員会や会派の視察等でたくさんの役所を訪れ

ました。その中でも多くの役所で総合受付、つまりコンシェルジュなるものを設置

して、住民サービスに対応されております。行政の担当部署は、市民にとってわか
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りにくいものではないか。行政手続がワンストップ化されてない現状では、来庁者

も戸惑われることが多いと思います。もちろん我々が視察に行く場所というのは、

宍粟市が取り組んでいない部分を見に行ったり、宍粟市より行政サービスが進んで

いるところを見に行くため、単純に当市との比較はできませんが、どうして宍粟市

には現在設置されていないのか。平成21年にしばらく設置されたとは聞いておりま

すが、今後、ますます高齢化が進む中で、役所が身近で安心して相談ができる場所

であることが望ましいと思います。 

  また、今後、市民目線に立った上でも必ず必要となってくるものと考え、今後、

再び設置される予定があるのか、お伺いします。 

  以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） 稲田常実議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） おはようございます。本日もよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、稲田議員の御質問、大きく２点いただいておりまして、答弁をさせて

いただきたいと、このように思います。 

  まず、最初に、合併10年を迎えてと、こういうことであります。多くの市民の皆

さんがメリットよりデメリットが多いと、こういう御発言でありますが、それはそ

れとして、私の考えるこれからということでありますが、これまでもいろいろ何回

も申し上げておりますとおり、いよいよ10年を迎えて、次のスタートを切ったとこ

ろであります。特に、宍粟市の市民の皆さんが将来に夢や希望を持っていただくよ

うに、とりわけ住んでよかったなあと、いつまでもこの宍粟市に住み続けたいと、

そんなまちを是非つくり上げていきたいと、このように考えておるところでありま

す。 

  そのようなまちを目指して今回御提案も申し上げておりますし、策定をしており

ます総合戦略において、一つは、棚田を活用した交流イベントや、あるいは新たな

農産物の栽培や、あるいは校舎を活用した取り組み、さらに現在いろんな活動をし

ていただいていることを、より活発化しながら、昨日も御提案のありました、より

自立した地域コミュニティ、そういったものを形成することによって、地域がより

活性化するんではないかなと、こんなふうに思っております。そういった点の総合

戦略が大きな狙いがあると思います。 

  それから、２点目でありますが、より具体的なことでありますが、森林セラピー

の推進であったり、あるいは宍粟彩の回廊づくり、さらにまた県の仮称であります
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が、林業大学の誘致など、新たな取り組みを拡大したり、また宍粟市が持っており

ます森林資源、こういったものを最大限に活用することによって、それから生じる

仕事の創出であったり拡大に繋げたり、また、森から派生する健康への意欲であっ

たり、そういったことの促進、また教育全般にわたる充実、そういったものを繋げ

ていく必要があるだろうと、このように思っております。 

  そういったことが、今回の総合戦略の中でも大きく描いておるんではないかなあ

と、このように考えておりまして、市民の皆さんとともに夢に向かって、あるいは

希望を抱いて、一緒になってまちづくりを進めていきたいと、こんなふうに考えて

おります。 

  次に、その中で、就任時から方策はどうだったかということであります。スピー

ド感がないじゃないかと、こういうことでありますが、このような特に少子化につ

きましては、昨日も申し上げたとおりでありますが、私としては、できるだけ地域

の皆さんやいろんなところに出かけさせていただいて、市民の多くの皆さんからい

ろんな御意見をいただいて、できるだけ施策に的確に反映していきたいと、そんな

思いで日々あちこちお邪魔をさせていただいております。いろいろな方からいろん

な御意見を伺っておるところであります。全てがそれぞれ満足にすぐ施策にあらわ

すと、こういうものではないと思っておりますが、できるだけ速やかにできること、

できないことを分けながら、的確に対応していきたいなあと、このように考えてお

ります。 

  とりわけ、子育てに関しましては、私が就任させていただいてから、特に中学３

年生までの医療費の無料化であったり、あるいは保育料の軽減、あるいは学童保育

の拡充等々、できるだけ子育てしやすい環境に繋げるよう取り組みを集中的に進め

ておると、こういうふうに考えております。 

  今後は、先ほど申し上げました総合戦略として進めていく中で、子育ての最中の

お母さんであったり、あるいは将来を担う若者、そういった方々の十分な対話を行

う中で、よりきめ細かな、さらに具体的な施策に展開していく必要があるだろうと、

こういう観点から、今私は子育て最中の皆さん、あるいは若い人たちにできるだけ

お邪魔をしてお話をする機会を多くつくっていく中で、より施策に反映できるもの

は反映していきたいと、そんなふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。 

  次に、いわゆる総合窓口の関係でありますが、市役所に現在そういう状況はあり

ません。かつて、しばらく正面玄関に総合窓口の、いわゆるコンシェルジュという
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んですか、そういうような者にしばらくおっていただいた時代がありました。多分

私は合併当初がなかなか市民の皆さんがこの庁舎へ来ていただいても、どこに何が

どうというのがわからないので、しばらく総合的な窓口で的確に案内をすると、こ

ういうことで置かれておったのだろうと、こう思います。 

  その役割も十分果たしていただいておりましたが、現在、それ以後でありますが、

市民課、特に窓口を含めて職員の増員もしながら、案内業務を行うとともに、窓口

業務のサービス充実に図っておるところであります。 

  特に、私は一番大切なことは、全ての職員一人一人が市民の皆さん、あるいは来

庁者の立場に立ってお声をかけたり、丁寧な対応をすることが重要であろうと、こ

のように考えております。したがいまして、現在のところ、先ほどおっしゃいまし

たいわゆる総合受付を設置する予定は考えておりません。ただ、高齢化がますます

進行する中で、市役所が安心して相談できる、これはそのとおりでありますんで、

より一層全職員がおっしゃいますようなコンシェルジュの役割を担えるよう、人材

育成も含めて今後行っていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 今のお答えである程度わかったんですけれども、北部地域の

方の合併に対する不満というのは、どのような点を把握されているのか、お教えい

ただきたいんですけれども。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 反問権を使わせていただきたいんですけど、いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） どうぞ。 

○市長（福元晶三君） それでは、むしろ私のほうからお尋ね申し上げたいと思うん

ですが、大変失礼ですけども、ただいま議員の御質問の中でありましたように、市

民の多くの皆さんがデメリットを感じておられると、こういうふうに感じておると、

こういう御発言があったですが、もしよろしければ、どういうところがデメリット

か教えていただいたら、それに対応してお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 市長は全体的な考え方で見られる。市民の方は恐らく自分の

周辺とか個人的なことのデメリットというのを私たちに伝えられると。その中でも

山崎町に住んでおられる方の不満といいますか、満足度の高さに比べて北部の方の

満足度が低いということを私が言いたいのであって、その中には、例えば市長が当
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初から財政難であるために、学校規模の適正化や公共施設を集約するというのは、

当初からの考えであって、その公約なるものを理解して皆さんも票を投じられたと

思うんです。 

  結局、地域の方の不満というのは、何々に対して不満とかじゃなくて、何の事業

をするにも私たちの耳には入ってこない、伝わってこないという部分の説明不足の

分をよく聞くんですね。例えば、我々も議会報告会等で各地へ行きますと、結局

我々の議会としての考え方よりも、事業の内容を聞かれることが多くて、その辺が

ちゃんと説明されているのかなと。どうしても置き去りになっていくのじゃないか

なという不安感というものをお聞きするんで、その部分が私は今感じている一番の

不安と思うんですけれども。 

○市長（福元晶三君） もう一度よろしいですか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 大変申しわけありません。その心情的な部分とか、あるいは

いろんなこと、施策のＰＲのことはよくわかるんですが、議員おっしゃる、いわゆ

る市民の皆さんがこの部分がデメリットやいうのを具体的なことがあったら教えて

いただいたら、私はまたそれに対して対応、あるいはお答えさせていただきたいと

思うんですが、いかがでしょう。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） たくさんある中かもわかりませんけども、よく聞くのは、や

はり中央に施設が集まることによって、北部の過疎化というものが一番懸念されて

いるというのがありまして、なかなかスクラップ・アンド・ビルドということで、

結局コンパクトシティーも含めてなんですが、真ん中にも物が集まっているような

感覚、学校にしても、南部の学校をつぶして北部という例はほとんど今はないと思

いますし、新しい箱物を建てるんじゃなくて、今ある施設がなくなっていく、そこ

に人が行き来していた流れがなくなるということを不安に感じられて、どうしても

現に北部から山崎町内へ引っ越される方も多いので、宍粟市全体の人口の減少率と

いうのはわずかであると思いますが、北部の方の人口の減少率というのは、かなり

スピードアップしているというところが、具体的に何々が悪いとか、何が悪いとか

じゃなくて、その一番懸念されている部分をどういうぐあいに認識されているかと

いうことをお聞きしたいんです。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） それでは、答弁させていただきます。 
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  はい、ありがとうございました。よくわかりました。市民の皆さんが合併して10

年たって、こぞって将来に夢を持とうということで、私ども市も、あるいは議員の

皆さんも多くの皆さんがそれぞれお互いの立場で努力をいただいておるところであ

りますが、ややもすると、なかなか全市民に対しまして、十分な情報が提供できな

かったり、あるいは不安な部分の解消に至らなかったり、こういうことがあります。

とりわけ、先ほどおっしゃった学校のいわゆる適正規模化に対しましても、必ずし

も皆さんが満足されているとは私も認識しておりません。苦渋の決断の中で将来の

子どもたちのためにという思いの中で市民の皆さんも決断なされたと、こう思って

います。したがいまして、その後のフォローをどうするかが私は課題だと思ってお

ります。 

  もう少し具体的に申し上げますと、学校がなくなり、遠くなると、その地域がこ

れからどうやって活性化を図っていくかと、こういうことだろうと思うんですが、

そういう点で今後さらにそれぞれの地域が自立して、あるいは行政と一体となって、

一緒にこれからの問題を考えていく、まさにそれが今回の総合戦略の中でもうたわ

れている大きな趣旨だろうと、こう考えておりますので、さらに市民の皆さんにい

ろんな情報を提供する中で一緒にまちづくりをしていきたいと、このことが非常に

大事な部分だと、このように感じております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 昨日も同僚議員の中で住民自治についてのことを、時間の関

係であまり掘り下げられてなかったので、また再度お聞きするんですけれども、第

１次総合計画の中で市民、事業者等の役割を明確にする中で、お互いによる協働の

まちづくりを推進するという、そういうふうに転換が進められてきたということな

んですけども、例えば今まで市民提案によって事業が展開された、市民による提案

で何かの事業ができたとか、新たな事業が展開したという例があるのか、ちょっと

お聞きします。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） ただいま北部活性化、あるいは森林セラピーも含めてであり

ますが、あるいはカヌーも含めてでありますが、国道29号線の活性化たるものはま

さに協議会の中で市民からいろんな御提案をいただいて、例えばバイクロードと位

置づけの中でバイクがとめやすい環境をつくったらどうやとか、あるいはもっとカ

ヌーについても整備する中で、多くの皆さんに、青少年も含めて、家族も含めてあ

あいう場をつくったらどうやとか、そういうたくさんの提案をいただいておりまし
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て、できるだけ実現可能になるように、それぞれが努力をして今日あるんではない

かなと思います。その他いろんな方面で市民から提案いただいたことを、できるだ

け実現できるような方法はもっとほかにもたくさんあると思います。例えばの例で

あります。 

  また、あわせもって、今回11月２日から公共交通をああいう形で運行をさせてい

ただいておりますが、まさにああいう形態も含めて市民からの提案もあって、でき

るだけそれに近いような方向へ協議する中で、ああいう形になったんではないかな

と、このように考えております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 市民から提案あったことが幾つか事業になっていると。昨日

もあったんですけど、例えば鳥取県の智頭町は市民による百人委員会であったり、

ゼロ分のイチですかね。あとまた、この間の香川県の三木町というところで、百眼

百考会議という会議があることを勉強してまいりました。この百眼百考会議という

のは、特に住民を無作為に選ばれて、50名の住民の意見が幾つも事業に取り入れら

れていると。どうしても批判するわけじゃないんですが、いつも有識者会議であっ

たり、その会議というのが行政のほうが主導で、ある程度の団体の長であったり、

地域の長であったりして、その辺、別にその人たちがどうこうというわけじゃない

んですけども、アイデアが吸い取られているのかなと。もちろん事務的にも進めや

すいですし、案内も送りやすい、いろんな部分でそういうところに選ばれておると

思うんですけども、この無作為に選ばれているというのは、私も三木町の勇気にち

ょっと感動したわけですけども、なかなか無作為に選ぶというのは、行政側もやり

にくい、ただ選ばれた人も無作為に選ばれたからって断れるわけじゃなしに、ちゃ

んと参画されとうわけなんですね。 

  これも町長自らが提案されてやっておることなんですけども、本来、議員がしな

ければいけない部分もあると思うんですけれども、行政としていろんなアイデアを

市民から言葉悪いですけど、吸い上げる、参考にするという部分では、今の会議の

あり方じゃ、目新しいアイデアであったり、斬新な意見が出てこないような気もす

るんですけども、その辺について少し。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 市民の皆さんのいろんな御提案等々について、いかに政策的

にそれを反映させていくかと。それのシステムがもう少し悪いんちゃうかと。旧態

依然としたような対応で人選しとんじゃないかなということも含めての御質問と解
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して、いろいろなジャンルによって、いろんな方々をよって審議会とか、あるいは

何々協議会とか市が依頼するもの、非常勤の特別職として依頼するもの、千差万別

がありまして、それよりは条例や規則や要綱にのっとってやらないかんものと、こ

ういうことがあるんですが、私は先ほど稲田議員がおっしゃるのは、もっといろん

な意見を吸い上げるものを新たにつくってはどうかということも含めたり、あるい

はそれにかわるものを何かしたらいいのかなあと、こういうことでありますが、私

は一つの政治家としても、それぞれ議員も同じ立場だと思うんですが、市民の皆さ

んの意見を吸い上げて政策にどう反映させていくかというのは、またそれは別の立

場で当然いろんな角度でやっていかないかんだろうと思っておるんですが、公、市

としてのいろんな市民の皆さんの意見の吸い上げ方は私は今後、昨日から自立した

まち、いろいろ御提案があったんですが、そういう意味では、そういったことも含

めて今後検討して、より市民の皆さんの意見が反映しやすい、あるいは吸い上げや

すいものをあわせもって検討していくことが、より昨日の話ではないですが、自立

したまちへ繋がっていく可能性が高いだろうと思ってますんで、少しそのことは課

題として捉えさせていただきたいと、このように思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） おっしゃるとおり、行政主導というのが別に悪いわけじゃな

いんですけども、今までそういう流れでやってきたのが、やっぱり住民自治、市民

から上がってきたことを皆さんは行政のプロですから、どうしてもこれはできるこ

と、できないこと、あと財政面も含めて判断できると思うんです。ですから、逆に

言うと、市民自治、住民自治を行う、上がってきたことを行政側が判断して、でき

るできないと、それをまた議会にかけるような仕組みに、もしできるようなら、し

ていただければ、住民の意思も伝わると思いますし、行政のほうも言葉は何ですけ

ども、やはり行政のプロですけども、民間においては素人であります。ですから民

間人の考えというものは、やはり行政と相まって産・官全てひっくるめてのまちづ

くりというものを考えていただきたいと思うんですけれども、それは同じ考えです

かね。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） おっしゃるとおりでありまして、例えば商工会の皆さんとも

いろいろ定期的に御議論をいただいたり、提言いただいて、そのことも生かされる

ものは生かしていこうと。あるいは先日も経営者協会の皆さんともいろいろお話も

していただいたり、また違った角度で女性の皆さんの意見もいろいろ市政にという
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ことで、今そういう動きもしていただいております。 

  そういうことは当然必要でありますので、今後さらにもう少しシステム化がいい

のかどうかは別にして、そういった機会を多く捉えることが大事だと思っておりま

すので、稲田議員おっしゃることはよくわかりますので、今後のそういう方向も十

分にらんで、施策に、あるいは市のスタンスとしてもそういうスタンスで取り組ん

でいきたいと、このように考えています。 

〇議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 我々も一生懸命考えますので、よろしくお願いします。 

  先ほどちょっと夢について触れて、夢なんてそんな言葉で片づけられるもんじゃ

ないとお叱りを受けるかもわかりませんけども、この夢というのは漠然とした言葉

であって、市民の皆さんが個々に思っていらっしゃる夢もありますし、それから市

長がこの市をこうしていきたいという大きな夢もあると思うんです。その夢が具体

的に今どんな夢かということをお答えいただくのは難しいと思うんですけども、そ

の夢があるんであれば、少しずつ近づいていただいて、やっぱり夢が近づくとそれ

が目標に変わるという、私も言葉好きなんですけども、一歩ずつ前進していただか

んと、この夢が漠然と夢で終わってしまっているというような、ちょっと認識があ

って、例えば職員の方の中でも、我々質問した中で近隣市町に例がないとか、だか

らできない、どっかがやってないと、なかなかギャンブル的にはできないというよ

うな印象を受けることがあるんですけども、この宍粟市が例えば１番になってやろ

うと、何か最初にやってやろうということがあまりちょっと見受けられない。確か

に失敗は許されないという意識が強いんかもわかりませんけども、近隣市町の動向

ばっかり見ていて、これ今後地方創生の中でも人口問題にしても対抗できるんです

かね、他市町に。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 私は私自身の考え方として、やっぱり夢を持つことから現実

に繋がっていくだろうと思っています。夢を持つことが私は最初の第一歩だという

ふうに考えておりまして、いろいろ選挙のときもお互いでありますが、自分の夢を

語りながら市民の皆さんにも訴えてきました。それを実現することが我々の仕事だ

ろうと。それに近づくためにやっぱりいろんな課題もありますんで、一つ一つ皆さ

と一緒に考えて克服していいものをつくり上げていきたい。ほんまに住んでよかっ

たなあと、言葉ではそうでありますが、そういったことが大事だろうと思っていま

す。 
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  今おっしゃった職員も、私は常々職員にもお話をさせていただいておるんですが、

やっぱり失敗を恐れておってはどうしてもだめだと私は思っております。失敗した

ときはごめんなさいと言う勇気を持って、それが私は次のステップになるだろうと、

こう思っております。したがいまして、昨日も申し上げたとおり、全てが100％い

うわけではありませんで、できるだけそれに近いような、ただ、法律とかいろんな

ことがありますけども、それは当然コンプライアンスは遵守しながら、当たり前の

話ですが、私はある意味の挑戦するということは大事やということは常々職員にも

お願いしております。 

  そういった中で、例えば森林セラピーも兵庫県で初めてでありまして、是非名乗

り上げて、どうかわからんけどやってみよいやと、こういう形でまず動いておると

思います。それから、先ほど申し上げた公共交通もバス会社さんがああいう形でや

るのは多分県下にないだろうということで、ああいうことも一緒にまずやってみよ

うと。やることからいろんな課題が見つけられるだろうと。その課題については、

また修正をしながら、また議員の皆さんから御意見をいただきながら、あるいは市

民の皆さんからよりよいものを構築と、私はそのスタンスが大事やと、このように

考えています。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 市民、行政一体となって頑張っていきたいと思っておる中な

んですが、どうしても今の森林セラピーにしても、これ宍粟市全体の事業だと思い

ます。それからどこでするは別にして、地域住民の理解を得ることはまず最初にや

らなければいけないことやと思っております。古いことを引っ張り出すようなんで

すが、例えば千種のプールなんかにしても、地元の要望があったとお聞きしており

ますし、声を最優先に多分つくられたもんやと思っております。 

  その中で若干内部での施設に対して不満があったり、いろんなことがあるんです

けども、市民の声がまず第一に上がってきて、その市民の声によって行政が動かれ

たという割には、結構市民の方で知られないことが多かったり、例えばプールのこ

とに関しても、千種にできるんであっても、宍粟市のほかの地域の方は全く知られ

ない方が多かって、その辺の説明がこれ抜け落ちているんじゃないかなと。地域で

例えば何かをするときに、その地域だけの説明で終わっているような、全てじゃな

いんですけども。 

  千種の声というのが僕もなかなかたびたび行くわけじゃないんですけども、例え

ば市民局長さん、急に振って申しわけないですけど、千種ではどういう声が、例え
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ばプールにしても、こども園にしても、図書館にしても、どういう声が市民局のほ

うに、何か声が上がってきていますか。 

○議長（秋田裕三君） 阿曽千種市民局長。 

○千種市民局長（阿曽茂夫君） まず、今、こども園の関係も言われましたけども、

こども園に関しては、その以前の協議が非常に年数をかけて慎重にされたという経

緯もありまして、本当に今は利用者の方、またスタッフの先生方、非常にいい形で

運営されていると思います。 

  それと、今後のプール等につきましても、住民の方、千種は御承知のとおり冬場

は厳しいところでございます。生涯生きていく上でやっぱり千種の冬というのは本

当に千種の方々にとっては大きな障害になっております。そういう面で、本当の意

味でのプール建設というのは、千種にとっては希望の過疎対策ではないかと。そう

いうことで非常に皆期待されている。そういった現状がございます。 

  図書館につきましても、そういう複合的なエリアの中で整備されているというこ

とで、相乗効果が生まれるということで、それに関しても期待しているのが今の住

民の方の現状じゃないかと認識しております。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君）  プールに関しても議会で承認したわけですから、もちろん

我々もできる限り利用してと思うんですけども、年間赤字が見込まれてる中で、こ

れ宍粟市全体で利用していかなだめだと。説明の中では岡山県から何人、あり得な

いです。考えてみて、岡山からのを当てにするよりも、宍粟市内の人にできるだけ

利用してもらいたいとするならば、やっぱり建設の経緯から、それから思いを宍粟

市全体の問題として共有していただかなきゃだめだと。 

  今は千種の方はもちろん反対されないと思います、立派な建物ができる。ただ、

ほかの地域にしたら、どうして、何でという言葉があるんですね。我々もそれを説

明していきたいんですけども、説明する材料というのがなかなかなくて、どうして

も千種の地域にこれが必要やという説明が市民の方に少し欠けているんやないかな

と。今までは広報等でもあまり紹介された例もなく、行政懇談会でも説明はあまり

されてないような気がするんですけども、それは何か理由があってのことですか。

それともこれから説明されていくということですか、利用に関しても、経緯に関し

ても。 

○議長（秋田裕三君） 清水副市長。 
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○副市長（清水弘和君） まさに今、市民の参画をした、望ましい行政をすべきであ

るというふうにおっしゃっていると思います。私、市長のそばにおらせていただき

まして、決まった形のシステム、そういった市民の要望を聞く方法も確かにあると

思いますが、今、市長はいろんなところできめ細かく飛び回っておられます。人間

性も含めまして、真に自然にオープンにした格好で意見を聞かれておると。これも

意見の取り入れ方の一つであるというふうに、非常に私はいい方法ではないかなと

思っています。 

  もう一つには、千種のプールにしましても、図書館にしましても、いつ、誰に、

どんな方法で、どんな関係者に説明するか。これはおっしゃるとおりでございまし

て、関係者もそれぞれの捉え方によって幅がものすごく違ってまいります。そうい

った点は、今後いろんな意見を聞く中で改善するべきは改善するということで、今

御指摘いただいておる趣旨、そのままを理解しながら、また形も整えていきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） よろしくお願いしたいと思います。あとのフォローのほうが

大事ですから、そこをよろしくお願いします。 

  よく住みよさランキングとか、幸福度チェックというものがあると思うんですけ

ども、これは安定性であったり、利便性であったり、いろんな部分で、富裕度もあ

りますし、快適度、この辺この宍粟市が今どの辺にいるかというのはなかなか今把

握できてないんですけども、50位以内にないと、全国でもないと。ここで１番にな

ることも大事なんですけども、一度その住民の幸福度チェックなりしていただいて、

その幸福度って、いろんな尺度がありますんで、何をもって幸福と言うかはあると

思うんですけども、今住んでいるところが住みやすいところであるかどうかも含め

て、そうなると問題点というのが浮き彫りになってくると思うんですね。今、恐ら

く把握されているというのは行政の目線で見た問題点だと思うんで、ひょっとした

ら、多くの方が見たら、また違う部分もあるかもわからんので、その辺が住民目線

という意味じゃないかなと思います。 

  我々が聞いている中で、一部の人からしか聞いてない情報だけで幸福度というの

ははかれるもんでもないですし、生活基準が違うとまた変わってくると思いますん

で、一度何らかの方法でとっていただくと、少し市民の見方も、ああ、私たちにも

目が向いているんやという認識にもなると思いますんで、もしできることであれば、

何かそういった方法は考えられておられるかどうか。 
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○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 例の幸福度ランキングのとり方でも、アンケートを見たら、

ああいうとり方をしておるんですけども、ああいう形ができるのかどうか、行政が

やるべきなのかを含めて検討させていただきたいと思います。 

  ただ、私が一人の政治家として、あるいはこの市長という立場をいただいて、今、

冒頭の御質問にあったとおり、若い人たちの意見をどんどん聞いてみようというこ

とで、今、あちこち動いております。その中で今大体400人ほどお会いしとんです、

いろんな企業の方、あるいは若い方も。一人一人に私なりにアンケートをつくって

いろいろ聞いとんですが、いまだ集約全部しておりませんが、大きく三つあるんで

すね。一つは、やっぱりこの生活というんで、若い人たちがどういうことを、遊び

場がなかったり、買い物に行くとこの空間がないとか、これが一つあるんです。そ

れから、もう一つ、不安なところが出ておりまして、それは将来の子育てに対する

不安に対することが非常に多いです。三つ目は、宍粟市はやっぱりいいまちだなあ

という思いに関係したことが多いんです。裏返すと、やっぱり若い人たちがこの宍

粟市というふるさとへ思いを持っていただく何かの手だてをずっと継続的に、学校

教育も含めて、やっていくことがひょっとしてこれからの戦略の中の実行する大き

な手がかりになるんではないかなと思っています。 

  そういう中で、一度幸福って一体何やというようなことも含めて可能な限り捉え

ていくことも大事だと思ってますんで、検討していきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 私ごとで申しわけないんですけど、私も20何年前に神戸、大

阪へ出て、でもこのまちが好きで帰ってきました。何かあったんです、そこは。だ

から、それは便利じゃない、それから働く場所が特別あったわけではない、でも、

このまちに対する思い入れがあって、このまちの地域が好きで戻ってきたわけで、

そこは醸成していかないと、今あるものだけじゃなくて、これからつくっていく部

分もあると思うんで、そこは本当に一番力を入れていただきたい部分でもあります

んで、よろしくお願いします。 

  次の質問なんですけれども、総合案内について、今設置される意思というんです

かね、合併当時に混乱を避けるためとか、部署の問題で設置されたということなん

ですけども、今現在やはり例えば臨時福祉給付金なんかでも、北庁舎へ行かなけれ

ばいけない、北庁舎だけで事が足りるのかというと、やっぱり市民生活部にも行か

なあかん部分があったりして、高齢者の方がこの距離を行ったり来たりされるのは、
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ものすごく足が不自由で歩行困難な方もいらっしゃるんで、何でこういう、健康福

祉部ってすごい大世帯なんで、分かれている経緯もあると思うんですけども、市役

所の中でワンストップ化は難しいにしても、そこはどうして集約できないのかなと

いう、部署の問題になりますけども、そこをお願いします。 

○議長（秋田裕三君） 中村企画総務部長。 

○企画総務部長（中村 司君） 市役所の部分のワンストップ化につきまして、業務

的に健康福祉部が北庁舎に行っておりますんで、その点については、御不便をかけ

ていると思います。 

  ただ、ワンストップ化につきましては、この庁舎建設時からの懸案でございまし

て、市民課に来られた方がそのまま医療の関係、いろんな関係をその場でできるよ

うにということで、できる限り職員が移動して、そこで済ませていただけるという、

そういう体制は一応とっておるんですけども、福祉の関係の部分については若干御

不便をかけているのかなと。できる限り１カ所で来られた業務が終わるようには今

後とも取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 職員が例えば市民生活部で何か書類を持ってほかの部署を回

っていただけるということですか。職員が同行するということですか。 

○議長（秋田裕三君） 浅田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 健康福祉部の部長であります私のほうから若干その

辺の取り組みについて、現状を話もさせていただきたいと思います。 

  今、おっしゃるとおり健康福祉部は北庁舎ということで、これはもういたし方な

い、本庁舎のほうで場所がございませんので、今、北庁舎のほうにおります。特に

北庁舎は御高齢の方、あるいは赤ちゃん、子どもさんを連れられた方々、いわゆる

弱者と言われる方々が多く来られますので、特に高齢者の方について、例えば私ど

もの北庁舎のほうへお見えになるんですけども、お話を聞くと、それは医療の話で

あったと。そんな場合もございます。また、逆の場合もございます。市民課のほう

に行かれて、ああ、これは介護の関係だったとか、そういうこともございますので、

来られた市民の方に、いや、あっち行ってよ、こっち行ってよじゃなしに、職員が

それぞれ連絡取り合いまして、職員が書類を持ってこっちへ来るとか、そういう形

でなるべく市民の方には不便をかけない、そういう取り組みを今職員にもしてもら

っておりますので、今後も当然この距離というのは、これはいたし方ございません

ので、職員一人一人、しっかりその来られた方の要件を十分お聞きして、それぞれ
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職員間で連絡をとり合って、職員が書類を持って走るとか、そういうことを今後も

続けていきたいなと思っています。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） その距離がいたし方ないと言われたら、もう言いようがない

んですけれども、その距離が負担になっている方が現にいらっしゃいます。 

  それと、その今言われたように健康福祉部に来られたときに、例えば住民票をと

るのを忘れてたとか、その逆もあると思うんですけども、そのために総合受付が要

るんじゃないですか。総合受付があったら、その場で、恐らくこの平成21年にした

っていうのは、多分臨時職員の方がされたか、どの立場の方がされたかわからんの

ですけども、やはりどの課に行ったら全て事が足りるということを説明できる方を

置いてないから、そういう混乱が起こるんじゃないですかね。 

  距離、これいたし方ないというのは、同時にこの庁舎と北庁舎ができたわけじゃ

ないんで、健康福祉部も後でできたもんじゃないと思うんですね。なぜあそこにな

ったのか。そら確かに大きな場所が要ると思うんで、あの場所しかなかったのかわ

かりませんけども、この市役所じゃなくても済む課っていっぱいありますよ。具体

的には言いませんけども、市役所のここで、この本庁でないとだめな、高齢者を差

しおいてまで、ここに置いておかなければならない課じゃないものもあると思うん

ですけれども、その距離が今問題なんです。部長、距離はいたし方ないと言われる

と、もうどうしようもないんですけども。 

○議長（秋田裕三君） 浅田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） 組織機構をどこに配置するかは私の権限ではござい

ませんので、私は北庁舎の今の健康福祉部があります健康福祉部長として、その職

責を任命されておりますので、その中でどう市民の方々に対応していくのかという

ことで、今職員にも不便をかけないようにということで努力をさせていただいてま

すので、おっしゃるとおり一つの庁舎の中で全ての部署が同じところに、特に理想

をいいますと、健康福祉部も本庁舎の１階で住民票の関係も当然福祉はひっついて

まわりますので、同じ場所でおるほうが一番それは便利であるんですけども、今、

私が職務として拝命しているところは、今そういう現状でございますので、その現

状にいかに市民の方に不便をかけないかということで努力をさせていただいておる

と、そういうことで御答弁をさせていただきました。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 
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○２番（稲田常実君） 部署の問題、距離があって大変で、総合受付でもし、どっち

みち健康福祉部へ行かなあかんのは行かなあかんと。そらもう足を運ぶのは運んで

もらえるのかもわからんですけども、今その質問をさせてもろうたときに、部長が

私が答えるということで答えていただいて、その中で距離のことはともかくとして

ということがあったので、ほな距離のことは誰が答えてくれてんですか。 

○議長（秋田裕三君） 清水副市長。 

○副市長（清水弘和君） 今御質問いただいているのは、まさに建設当初からの課題

でございます。今も課題になっているということは認識をしております。ただ、事

務を全体的に見るときに、健康福祉部が南にあるのがいいのか、北庁舎に集約がい

いのか、いろんな論議をさせていただきました。その中で最終的には総合的な事務

の効率のためには北庁舎に集合するのが望ましいということで、今は判断をいたし

ております。ただ、距離については、今申しましたように解決はいたしておりませ

ん。その解決方法として、さきにも部長が言いましたように、市民課に介護の関係

で来られた場合については、介護の職員にこっちに来てもらう、そういった対応も

一つは方法であると。それから、親切丁寧に誘導をさせていただく、それも一つの

方法やと。これは距離を縮めるための方策でございまして、今からも検討せないか

んということでございます。 

  以前にも場所すらわからないということで、もっと表示を大きく書けとか、そん

なことを聞きまして、一つ一つはしよるんですが、なかなか完璧になってないのが

事実でございます。 

  それから、もう１点につきましては、コンシェルジュという案内係、今まで置き

ました。それが市の規模でもってずっと必要なのかどうか論議もしまして、意見箱

も設置をいたしております。今のところ、窓口の対応は、中にはいろんな批判的な

言葉もございますが、総じて親切丁寧でよかったと、いうようなアンケートもいた

だいておりますので、今後具体的に今おっしゃること、距離を解決できる方法はご

ざいませんが、少しでも緩和できる方法を一緒になって検討したいと思います。場

合によりましては、部署の配置変換も最終的には行う必要があれば、やっていきた

いと、このようにも思っております。 

○議長（秋田裕三君） ２番、稲田常実議員。 

○２番（稲田常実君） 市民生活部の効率化ということで、コンビニでの発行とか、

いろんなことを考えておられるんで、逆にそこで案内しに回ったりすることを考え

ると、人件費はともかくとして、総合受付があると、やはり役所の顔ですから、そ



－149－ 

の顔がない。あるとことないとこがあります。ただ，僕たちはあるとこを見て、あ

あ、やはり違うなと。何で変わっとんかわからんのです。これ誰の発案で設置され

たものかもわかりませんし、ただ、そこにはきちっとした笑顔のきれいなお姉さん

がお迎えしていただいて、きちっと説明していただいて、これが市の顔というか、

市が市民に対して門戸を広げているというか、オープンにしているという意思のあ

らわれのように思えて、ちょっと進んでいるなと感じたものですから、その市とし

て総合受付を設置されるおつもりはないということで、今後ますます高齢化が進ん

できて、お年寄りの方たちが来たときに、たらい回しと言うたら言葉悪いですけど、

あっち行ったり、こっちへ行ったりすることのないようにだけ、これからもよろし

くお願いします。 

  終わります。 

○議長（秋田裕三君） これで、２番、稲田常実議員の一般質問を終わります。 

  続いて、高山政信議員の一般質問を行います。 

  12番、高山政信議員。 

○１２番（高山政信君） 12番です。高山です。よろしくお願いをいたします。議長

より発言の許可をいただきましたので、質問をいたします。 

  質問に入る前に、昨年、京都においてＮＰＯ法人元気農業開発機構の幹事長が農

業関係、また農協関係の講演会において、日本の農業と食のシンポジウムで過疎が

進行する中山間地域の農業のあるべき姿を、また問題点を的確に捉えた言葉を紹介

させていただきたいと思います。 

  儲かる農業の実現にもっと積極的に取り組んでもらいたいと思います。生まれ故

郷に戻りたいと思っている若者は多いと聞きます。しかし、故郷に戻っても食べて

いけないというのが実情ではありませんか。農業で普通のサラリーマンと同じくら

いの収入を得られるようになれば、若者は故郷に帰ることができます。若者が多く

なれば、地域活性化にも繋がり、一極集中型から脱することも可能になってくるわ

けでございます。土地利用型農業への助成、所得保障をして施設園芸や近くに加工

工場を建てて、付加価値をつける努力が必要と考えております。こんな農協は要ら

ないと言われないように農協にも頑張ってもらいたいと思います。 

  大変辛口でございますけど、こういった文章でございます。農業を、また林業に、

またほかの職種に言葉を置きかえてもらっても同様かと思います。 

  それでは、本題に入りたいと思います。 

  儲かる農業への取り組みについてお伺いをいたします。 
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  昨日も同僚議員から農林業についての質問が出ておりました。重複することもあ

ろうかと思いますが、通告に従いまして質問をいたします。 

  １次産業の農林業は、本市の基幹産業であり、それらをなりわいとし、本市が形

成されてまいりました。林業につきましては、これまでの施策により、明るい兆し

が見えてまいりましたが、農業を取り巻く環境は依然として厳しいものがございま

す。高齢化や後継者不足の要因により、営農の継続、農地管理の不安を大多数の方

が持っておられます。農業を継続、営農を志す者にとって、最低条件は農業で生活

できることである。これまでも農業問題について、たびたびお聞きをいたしました。

さらに儲かる農業への取り組みについて御所見を伺います。 

  肥料、また農薬、生産資材の値上がりにより、生産コストは増大をしております。

しかしながら、生産品単価は依然として低く、農業で生活ができる環境づくりが本

市にとりましては重点課題であると位置づけされることを切望し、次の点について

お尋ねをいたします。 

  １点目は、それぞれの農家では、農協・量販店などで肥料などを買い求めていま

すが、生産コストに合う単価ではございません。生産者の努力だけでは成り立たな

い現状でございます。そこで、行政として農業生産資材にかかわる経費削減の取り

組みができないか、お伺いをいたします。 

  ２点目は、儲かる農業とは、生産者は安全・安心で品質の高い農産品を消費者に

提供することだと思うが、販路拡大、市外への情報発信は行政の取り組みにかかっ

ていると言っても過言ではございません。現状と今後のさらなる取り組みについて

伺います。 

  ３点目といたしまして、課題解決には行政、農協、農業者等３者による連携が必

要でございます。そういった協議会といった組織を検討しておられるのかどうか。

されておるのであれば、その取り組みについてお伺いをいたします。 

  ４点目といたしましては、これもたびたびお聞きをしておるんですけれども、新

規就農者の促進への取り組みの進捗状況について伺います。 

  最後に、５点目でございますけれども、家庭菜園での余剰作物、また生産意欲の

ある高齢者、また本業の方、定年退職後の農業に取り組む意欲のある方々からの出

荷物を集積して回るシステム、またそういったものを集める集荷所ができないか、

御提案をいたしますが、いかがでございましょうか。 

  それでは、次の質問に入ります。 

  公共施設の存続について伺います。 
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  総務省から要請のありました公共施設総合管理計画の作成が進んでいると聞いて

おります。市において270余りの公共施設があります。それらを調査して更新、統

廃合、超寿命化等の計画を作成して、総合的な施設管理をすることが将来的なまち

づくりに不可欠であると言われています。 

  一方、高齢化・少子化など人口減少が進行し、財政運営にもさらに厳しくなると

予想される中、次世代への負担を軽減するためにも、思い切った施策が望まれると

ころでございます。 

  質問を通告をいたしましてからは、総務委員会に公共施設総合管理計画案の概要

が出てまいりました。所管の委員会でもございますし、私も委員をしておりますの

で、お許しをいただき、通告に従いまして質問をいたします。 

  １点目は、公共施設は、計画段階、建設当初から地域とのかかわりが深く、作成

に当たり住民の参画はどのようにされておるのか。 

  ２点目、公共施設等総合管理計画作成後の取り組みについて伺います。 

  最後に、廃校跡地利用について伺います。 

  １点目は、廃校舎の利活用について、再三質問をしてまいりました。その進捗状

況について伺います。 

  ２点目、企業などへの貸し付けの話も伺ってございますが、再利用されていない、

また、不可能な施設は解体をする考えはございませんか。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（秋田裕三君） 高山政信議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 高山議員の御質問、大きく３点いただいておりまして、また

個々具体には参事等、あるいは担当部長のほうからお答えをさせていただきますが、

特に儲かる農業への取り組みということにつきましては、ただいまおっしゃったと

おりでありまして、特にいろいろな形態があるんではないかなと、このように考え

ておりまして、規模の問題もあるんですが、現状では認定農業者を中心にした大規

模な経営をされている場合、あるいは小規模な農家の組織をされて、いわゆる集落

営農的な形態、それから、さらには従来からの小規模な形態と、さまざまな農業を

される場合は形態によって今現在ありますが、基本的には規模や形態に応じて補助

やいろんなことを絡めながら、さらに利益に繋がるようにということで現状では取

り組んでおるわけでありますが、なかなか厳しいと、このように認識をしておりま

す。 
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  そこで、できるだけ農業に親しんでいただいたり、あるいは遊休地をなくそうと

いうようなことも含めて、昨年御提案のあった畑の教科書たるものをつくらせてい

ただいて、できるだけ自分たちも農業に親しんでいただこうと、こんな取り組みも

させていただいたところでありますが、いずれにせよ、現状を見てみますと、宍粟

市の産業別の就業人口からすると、第１次産業がだんだんだんだんと人口が減って

おると。加えて第３次産業のほうに、どちらかというとシフトしておる状況が統計

上からすると、そういう動態があらわれておるということであります。 

  とりわけ、これからの産業、市内を考えたときに、どうしても女性の参画なくし

て、なかなか産業そのものの構造がなり得ないと、こう感じております。特に女性

というのは、非常に第３次産業への移行というか、そちらの方向が強いように聞い

ておりまして、今後、第１次産業でどうやって儲かる農業へ仕組みをつくるかとい

うことは、これは大きな課題だと思っておりますし、昨日もいろいろ御提案があっ

たことも踏まえながら、トータル的に考えていく必要があるだろうと、このように

考えております。 

  公共施設につきましては、特に非常に生活と密着し、市民との非常にかかわりも

深いわけでありまして、いろいろお話のあったように、今後、公共施設のありよう

については十分市民の皆さんの参画を得ながら、あるいは地域の実情も加味しなが

ら、その計画を策定することが必要だろうと、このように考えております。 

  また、廃校の跡地利用の関係でありますが、常々お話もしておりますとおり、三

つの視点でいろいろ跡地利用についても市民の皆さんや地域の皆さんに御提案を申

し上げております。 

  一つは、市として活用ができるのかできないのか。市として活用ができないもの

については、地元における活用はいかがですかということ。さらにまた地元でも、

どうしても要らないというものについては、場合によっては民間での活用であった

り、売却であったり、あるいは取り壊しであったり、こういう順序で今進めておる

ところでありまして、場合によりましては再利用されない、あるいは要らないよと

いう、あるいは不可能な施設というんですか、そういう施設については、危険性や

いろんなことが予想された場合、これは解体しなくてはならない、場合によっては

更地としての活用も検討しなくてはならない、こんなふうに考えておるところであ

りまして、それぞれの地域の皆さんとそれぞれの跡地利用については検討を加えて

おると。考え方は先ほど申し上げた三つの視点でやっておると、こういう状況であ

ります。 
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  あとにつきましては、先ほど申し上げたとおり参事、あるいは担当部長より御答

弁させていただきます。 

○議長（秋田裕三君） 西山参事。 

○参事（西山大作君） 先ほど市長のほうから答弁がありました、私のほうから、公

共施設の存続と、それから廃校跡地の利活用、この２点について、もう少し詳しく

御答弁をさせていただきます。質問の順序が逆転しますことをお許しをいただきた

いと思います。 

  まず、公共施設等の存続につきましては、将来的に、総合的かつ計画的な管理に

ついて基本方針を求めるお話がありました公共施設等総合管理計画、今、順次整備

を進めておるところであります。議員御指摘のとおり、公共施設等につきましては、

市民の皆さんの生活に大きくかかわる、このことは十分認識をしております。計画

の策定におきましては、市民の方々から御意見を聞くパブリックコメントであった

り、いろんな方法で広く意見をいただくという方法を今後計画をしておるところで

あります。もちろん議会の議員からも御意見をいただく、それを踏まえてその計画

に反映していきたいというふうに思っております。 

  次に、いよいよ個別の公共施設、それをどうするのかということが課題になって

まいります。本計画に定めた基本方針に基づきまして、それぞれの分野ごとの施設

の老朽化の状況、あるいは利用状況等を踏まえたそれぞれの個別計画を策定をして

まいります。現在もその作業は順次進めておるところであります。施設の老朽化等、

更新とあわせた機能の集積による適正な配置、長寿命化等、これについてもあわせ

て検討をして計画をいたします。 

  いずれにいたしましても、公共施設のあり方につきましては、先ほどお話ししま

したとおり、市民の方々の生活における施設の利便性、あるいは人口の減少等によ

る公共施設等の需要の変化、さらには施設の更新等にかかる財政負担の平準化など、

総合的・長期的な視点、これを持ちながら将来のまちづくりを見据えて進めていき

たいというふうに思っております。 

  続きまして、学校の跡地の利用であります。基本的な考え方は先ほど市長のお話

にあったとおりであります。具体的に言いますと、まず市の活用、これにつきまし

ては野原小学校、この小学校につきましては教育の研修所を中心とした施設として

市が活用するということで、間もなく一部改修の工事に入るところであります。 

  それから、地元の活用、これにつきましては、議員御存じのとおり千種の東小学

校、ここが地元で地域の活性化等の拠点として各イベントであったり、いろんな交
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流活動に利用をされておるというところであります。 

  それから、土万小学校、この学校につきましては民間企業による活用、通信制の

高校であったり、営業拠点として民間の企業が利活用を申し出ておられまして、今

年度中にはその最終調整を進めたいというふうな歩みで今進めております。 

  それから、千種北小学校と道谷小学校、この２校につきましては複数の企業等か

ら問い合わせもございました。地元では少しこの学校は活用は無理だという御判断

もいただきながら進めておりますけども、現時点では活用の合意には至ってないと

いう状況であります。しかしながら、市のホームページを中心に広く呼びかけをし

ておるところでございます。 

  次に、最終的に再利用されない場合、これにつきましても先ほど市長のお話のあ

ったとおりでございますけども、最終判断としては、解体・更地以後の取り組みと

いうことの判断をさせていただくということになろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） 中岸産業部長。 

○産業部長（中岸芳和君） 私のほうからは、儲かる農業の取り組みについて、個々

に御質問のあったことに対して御答弁のほうをさせていただきたいと思います。 

  まず、農業生産資材等の経費削減に取り組む行政としてのかかわりについてでご

ざいますけども、水稲また黒豆等につきましては、県の農業改良普及センター等の

指導、また支援を受けながら、水稲においては直播方式という形での作付方法であ

るとか、また緑肥・堆肥等を使っての費用の軽減等ということの指導を行っており

ます。 

  また、黒豆につきましては、肥料を深く入れるという深層施肥であるとか、緑肥

のすき込み等を行うということについての研究もしながら、それを農家の方に普及

していこうと、そういうふうな取り組みを行っているようなところでございます。 

  続いて、農産物の販路拡大、また市外への情報発信につきましてでございますけ

ども、現在、市外への販路拡大策としまして、神姫バスであるとか、農業総研等と

いう農産物の販売を手がけている事業者等と協議しながら、市内の農産物を何とか

販路拡大をしようということで進めておりますけども、この点につきまして、やは

りそれぞれの事業者の手数料であるとか、市内から出荷する野菜等の量ですね、や

はりある程度のロットが固まらないと販売のルートに乗らないというとこがござい

ますので、そこら辺につきましても、今後農家の方、また農協等とも御相談しなが

ら進めていきたいと、そのように思っております。 
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  また、情報発信につきましては、本年度、宍粟の産品応援キャンペーンいうこと

を実施しておりまして、毎月2,000名を超える方からのはがきでのこちらのほうへ

返事がございます。そういうことで農産物の販売促進には寄与しているんじゃない

かなと、そのように考えております。 

  続いて、３点目の課題解決には行政、農協、農業者の３者による連携とその取り

組みについてでございますが、現在は農協、また行政との協議においては定期的に

場を持っているような次第でございます。 

  しかしながら、農業者ということになりますと、先ほど市長が申し上げましたよ

うに、認定農業者等という大規模でされている方、また小さな兼業農家の方、集落

営農と複雑多岐にわたっております。この方々とそれぞれ会議を持つ場はございま

すけども、やはりこの農業者を一くくりにして考えるわけにはいきませんので、現

在のところ行政、農協、農業者の３者による協議の場を持つということは、今のと

ころしていないのが現状でございます。 

  続いて、新規就農者促進への取り組みと進捗状況についてでございます。 

  前にも御質問に答弁させていただいたと思いますけども、現在、就農前の研修と

いうことで、都市部のほうから農地付き住宅ということで住んでおられます。ただ、

この方につきましては、本格的に宍粟の中で農業をしたいということで、新たに農

地また自分の住みかを探して、いよいよ本格的に農業のほうに進んでいただけると

いうことになっております。このことを市としましても、宍粟の中で農業をいよい

よやっていただけるんだなというふうに考えておりまして、今後につきましても就

農前研修ができる体験施設をさらに増やして関係部局と連携して検討を進めていき

たいと、そのように考えております。 

  また、就農前事業のＰＲにつきましては、市におきましては県主催の就農希望者

へのセミナー、相談会等にも出向いて、宍粟のほうへ何とか来ていただこうという

取り組みをしております。 

  最後に、家庭菜園での余剰作物、また意欲ある高齢者が出荷することに対しての

システムの構築についてでございますけども、現在、市においては素案を作成して、

農業関係の方々とも協議を進めているとこでございますけども、しかしながら、商

品とするためには、やはり使用の農薬であるとか、また生産履歴、こういうものを

十分に農家の方々が遵守して生産していただかなければ、やはり野菜の残留農薬の

問題であるとか、そういうことも出てくるということが一つ懸念されます。また、

余剰作物についても、やはり流通に乗るためには企画というものがある程度ござい
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ますので、そこら辺につきましても今後の課題ということで、生産意欲のある方々

といろいろとお話させていただきながら、現在市のほうで考えています市内での集

荷システムについて、さらに詰めて今後事業化ができるように進めていきたいと、

そのように考えております。 

○議長（秋田裕三君） 12番、高山政信議員。 

○１２番（高山政信君） 再質問がしにくいほど大変丁寧に答えていただきました。

それでも再質問をさせていただきたいと思うんですけれども、先ほど産業部長のほ

うから答弁がございました。その中で、農業関係者、それから農協さん、また市と

の３者による会談というか、会議の席がないということもおっしゃっておるんです

けれども、もちろん大きな集落営農だったり、そういった方々の協議というのが当

然あるだろうと思うんですけれども、小さなこれからやってみようかなといったよ

うな農業をやりたく思う方々、またこれからそういった小さな農業の関係者はそう

いったことが、やはり少し市のほうにこういうことを提案したいんだというような

ことがございましたら、そういった席が欲しいなと私は考えて発言したわけでござ

います。そういったことで市長のほうからお答えをいただきたいんですけれども、

そういったやはりシステムづくりというんですか、気軽にそういった会議ができる

ようなことができないかなと思っております。それが１点と。 

  それから、やっぱり集荷して回るシステム、例えば私、道すがらここへ来庁する

ときに見るんですけども、例えば柚子が今ちょうど最中なんですけれども、たくさ

んなってございます。ところがまだそれが集荷されてないと。なり放しということ

で、何か気にかかるもんですから、農業問題について取りかかったんですけれども、

そういったものをお年寄りになったら、例えば20年前に植えなかったら、今の実が

ならないという、20年ほど柚子はかかるそうでございますけれども、そういったも

のをやはりお年寄りになられて、足が不自由になられたり、高齢になられた方たち

は危ない部分があろうかと思うんです。危険が伴うことがあるかと思うんです。そ

れは一例ですけれども、そういったものを集荷して回る、また集めてもらえるよう

な、そういった取り組みはできないかということを少し思ったもんですから、こう

いった質問をさせていただいております。 

  そういったことで、やはりそれを集めて例えば寄り分けるとか、そういった集荷

施設といったものが当然必要かと思うんですけれども、それを市内、今だったら道

の駅だったり、いろんなところに農産品を納められておるんだろうと思うんですけ

れども、市内に４町あれば、そういった箇所が必要ではないかなと私は思っており
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ますので、そういったことに今後取り組んでいただいたらなあと。また、そういっ

たことで生産者がそこで一堂に会するような場所が提供できたらなというような思

いがいたしておりますので、そういったことについてお答えをいただいたらなと思

うんですけれども。 

○議長（秋田裕三君） 中岸産業部長。 

○産業部長（中岸芳和君） 私の説明がちょっと不十分だったかなと思いますので、

再度御答弁のほうをさせていただきたいと思います。 

  ３者による会議のことでございますけども、現在、いろんなとこから市のほうも

相談を受けております。また農協のほうへ、また県の普及センターのほうへそれぞ

れ相談に来られております。例えば一例を申し上げますと、ある集落ですけども、

集落でブルーベリーとかをつくって、何とかもっとしたいんだと。それと山椒をし

たいというような話もございます。これは、そしたら市のほうにそういう相談がな

かって、県のほうの普及センターのほうにあったわけでございますけども、そうい

う場合はそれぞれ農協であるとか、市の役割、そして普及センターの役割もござい

ますので、そういう小さなことに対してでも市のほうとしては今後の農業の振興と

いうことの観点もございますので、３者、農業者も入れましたら４者での協議の場

というのは常に持っているような次第でございます。 

  それと、続いて集荷システムにつきましては、市の現在今考えておりますのは、

出荷なり生産する意欲のある農業者の方に登録していただいて、その方々の軒先に

なるのか、ただ自治会の公民館になるのか、そういうところへ集荷するための車が

回るというようなことを今現在考えております。ただ、そこへ全ての商品を出して

いただいて、後の選別は集荷する者が考えたらどうだということも今考えて、これ

は産業部の案でございますけども、そういうふうな考えもしております。その案を

もとに、直売所の方々、また生産者の方々とも協議は進めておりますけども、まず

１点、直売所の方々のほうからは、寄り分けを集荷する者がするということになれ

ば、いろんなものが出てきて、商品とならないものが出てきて、それに手間がかか

るんで、それはだめだというようなことも出ております。だから、やはり流通する

ためには規格というものを守っていただきたいということがございましたりします

ので、まだ市としての具体案が示せないところでございますけども、市の現在考え

ているようシステムについて、さらに関係者と協議した上で委員会等へも御相談を

かけさせていただきたいと、そのように考えております。 

○議長（秋田裕三君） 12番、高山政信議員。 
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○１２番（高山政信君） 続きまして、昨日、同僚議員の質問の中で、市長のほうか

らみどり公社の話が出たように思っておるんですけれども、みどり公社、今後にお

いて宍粟市には二つの農協が存在しますので、ちょっとやりにくいなあという部分

があるんだろうと思うんです。本当は一つの農協にすれば、一番理想的なんだろう

と思うんですけれども、これは立地的にも、今までの形態からすれば仕方ない話な

んですけれども、そういったあたり、やはり宍粟市は一つという、農業にしても、

いろんな行政の問題にしても、捉え方からすれば、もう少し住民の方はそれほどこ

だわりがないのかと思うんですけれども、行政的にやはり二つの農協がやっぱりタ

イアップして同じ目的があってしていただくということは、やっぱり農業者にとっ

ては、よりメリットが出てくるんじゃないかなと思うんですけど、昨日のみどり公

社の話、私は役員もしておりますので、うなずく話なんですけれども、そのあたり

いかがでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 私もみどり公社の理事長という立場でお話もさせていただい

たんですが、先般の理事会で。昨日もそうですが。これまでは北部の３町の圏域で

のみいろんな活動ができるという定款でありました。 

  しかし、みどり公社というせっかく長い歴史の中でああいうものをつくっていた

だいておるんで、あの役割を何とか宍粟市全体にできないかということで、圏域を

宍粟市ということで先般理事会で御提案申し上げて、理事会では一定承認をしてい

ただいた。あと評議委員会で最終的な詰めに入っていくと、こういうことでありま

すが、その狙いとしては、耕作放棄地もどんどん増えておりますし、みどり公社は

一つのある意味の企業体でありますから、圃場のいいところばっかりをどんどん作

業を受けたり、こういうことになりますと、どうしても小規模な、あるいは耕作放

棄地等が置き去りになると、こういうことでありますので、耕作放棄地等の手当て

については、市の施策として場合によってはみどり公社に委託をせんなん場合があ

るだろうと。こういうことも含めてエリアをとりあえず宍粟市全域にすることによ

って、市民の皆さんの理解が得られるんじゃないかと、こういう観点で今御提案を

申し上げたところであります。 

  以上であります。 

○議長（秋田裕三君） 12番、高山政信議員。 

○１２番（高山政信君） 先ほど部長のほうからもお答えがあったんですけれども、

集荷所の話が出てまいっておりました。その中で、私が御提案をさせていただくの
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は、集荷所、市内４カ所が望ましいだろうと思うんですけれども、それぞれ理想と

おりにはいかないと思うんですけれども、例えば、あとの質問に入るわけなんです

けれども、やはりそういったことで、今、空き校舎、また空きこども園の跡地の、

例えば千種でしたら杉の子こども園等々がございますけれども、そういったことで

やはり利活用ということを考えていただいたら、ちょうど場所的にはいい場所だろ

うと私は思うんですけれども、そういったことでこれからも、福祉の関係もあろう

かと思うんですけれども、少し話が変わるんですけれども、福祉の関係があろうか

と思うんです。包括ケアの関係もございますし、そういったことの拠点づくりとか

いったこと、お年寄りが集まったり、また若い方も一緒なんですけれども、そうい

ったことの拠点づくりというのが求められてくるんじゃないかなあと思うんで、そ

の集荷所ももちろんそうなんですけど、農産品のそういった販売所ももちろんなん

ですけども、道の駅もそら同様にあるんですけれども、そういったことに利活用と

いうことは、やっぱりこれから考えていかないかんのじゃないかなあと思うんで、

そのあたりお答えをいただいたらなと思うんですけれども。 

○議長（秋田裕三君） 中岸産業部長。 

○産業部長（中岸芳和君） 私のほうからは、杉の子園等の市の公共施設を集荷所と

して使うことについて、御答弁のほうをさせていただきたいと思います。 

  市の今現在考えておりますのは、できれば市内で１カ所の集荷所ということを考

えたいなと思っております。理由としましては、やはり市域が広うございますので、

旧町ごとということも考えられますけども、やはり１カ所へ集めていくほうがコス

ト的には安いということもございます。その中で、やはり地域の農業者の方々が自

分たちで集荷所をつくるんだとか、そういうことになれば、市としてはそれに対し

ての支援策、こういうものを講じるとともに、市の公共施設についても利用につい

て検討を進めていくべきではないかなと、そのように考えております。 

○議長（秋田裕三君） 12番、高山政信議員。 

○１２番（高山政信君） そういった考え、私はそれでいいと思うんですけれども、

１カ所が望ましいか、それはまた検討いただきたいと思うんですけれども、北部の

ほう、中心部といえば一宮になるのか、波賀町になるのかどうかわかりませんけど

も、山崎が中心になるのか、そういうことはわからないんですけれども、そのあた

り、やはり今申しましたように杉の子の跡地の問題なんです。だから、そういった

ことで利活用ということを考えていただきたいなと思うんですよ。あれ平成７年に

多分建設されたものだと思うんですけれども、それを１年を経過しましたら、やっ
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ぱり劣化もしてまいります。そういうことで早期に携わっていただきたい、取り組

んでいただきたい。市長、いかがでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） できるだけ早くいいシステムができるように構築していきた

いと、このように思っています。先般、私も産業部長と一緒に千種の生産者の方と

いろいろお話しする中で、それぞれ地域によっていろんな特性があります。例えば

千種の例を出しますと、千種で各自治会ごとではなしに、どっか１カ所に集まる場

所をつくってくれと。そこで農家の皆さんがバーコードできちっとして出そうと。

それを市としてトータル的に集める場所と。さっき言った１カ所というのは、市と

してトータル的にする場所がどこかということなんですが、それぞれ地域によって

違いますので、今からいろいろ出荷される方、あるいはされようとする方と一緒に

なってこのシステムを構築していく必要があると思うんで、どんどんまた話し合い

を深めていきたいと、このように思います。 

○議長（秋田裕三君） 12番、高山政信議員。 

○１２番（高山政信君） それでは、先ほど少し農業支援の後押しをしていただきた

いなというお話をさせていただきました。もちろんいろんな形で営農についていろ

んなアドバイスを市のほうがしていこうと、こういうお話ではなかったかなと思う

んですけれども、私が言っておるのは、やはり冒頭に申し上げましたように、少し

補助的な支援ができないかなという話でございます。そういったことを当然のこと

ながら、市の税を投入するわけでございますけれども、少し応援が欲しいかなと。

そういったことを私は思って発言したわけでございますので、その点を含んでお答

えをいただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 中岸産業部長。 

○産業部長（中岸芳和君） 農業生産につきましては、やはり一つのなりわいという

こともございます。その中で、やはり市としましては、食料生産という一つの公的

なこともございます。また、国土保全の中での農地の役割、そういうものを十分理

解した上で施策としては考えさせていただきたいと、そのように考えております。 

○議長（秋田裕三君） 12番、高山政信議員。 

○１２番（高山政信君） それでは、先ほども触れましたけれども、学校の跡地問題

について、もう少しお伺いをいたしたいと思います。 

  先般、私もいわゆる旧千種北小学校、それから、ふるさと村というのが鍋ケ谷に

ございます。ちくさ高原エリア内にございます。それから引原小学校、この間、新
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聞で出ておりましたので、そちらのほうにも見に行かせてもらって、学校の跡地に

ついての取り組みということでお伺いするには、やはり現地を確認せないかんのじ

ゃないかなあということで、確認をさせていただきました。 

  議長のお許しをいただきましたので、市長のほうに写真を４枚ほどお見せをして

おるんですけれども、見ていただいたとおりでございます。北小学校に至っては、

玄関の入り口のところのタイルが剥がれておりますし、また、窓ガラスも割れて、

そのまま補修もされてない。ふるさと村も同じような状態でございます。そういっ

たことで、地元活用はもう無理でしょうから、企業に来ていただいて、そういった

現状を見ていただいて、本当に企業の方が利活用しようかと、そういったことを思

われないんじゃないかなあと、このように思っております。 

  といいますのも、平成23年に北小学校が統合になりました。平成24年に東小学校

が統合になり、東小学校は御覧のとおり、本当にすばらしい取り組みをされて、利

活用されております。ますます磨きがかかるんじゃないかなと、このように思って

おるんですけれども、北小学校に至っては、市長、本当に無残なありさまと言った

らいいかなと思うんですけれども、体育館に至ったら屋根のほうが相当劣化してお

りまして使える状態ではございません。地元の方に使っていただこうと思って、い

ろいろと私も伺っておるんですけれども、とてもじゃないけど、上へ上がってみま

したけれども、使えるような状態ではございません。それを４年も放置するという

ことは、本当にいけないことでありますし、また景観も悪うございます。そういっ

たことで、先ほどもお答えがあったんですけれども、やはり解体の道も選ぶべきか

な。そして更地にしていただいて、また更地にしていただいたら、また利活用され

るんじゃないなと。そういうことも私は思いましたので、是非ともこれからも検討

委員会がございましょうけれども、そういったことを言っていただいて整理してい

ただくのも一つの手かなと思うんですけれども。 

  この間、我々の委員会に提出されました総合計画、管理計画がございます。この

中で見ましたら、大変な費用の不足が生じるということを書いてございます。年間

16億円のそういった公的施設の更新等々に費用がかかると。40年間で651億円、莫

大な費用がかかるわけでございます。本当に整理をきちっとしていただくことも大

事かなという思いがいたしましたので質問をいたしました。これについて御答弁を

いただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 冒頭申し上げたとおり、北小、あるいはふるさと村の状況も
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私も時々つぶさに見まして、また写真を見せていただくと、まさにそういう状況で

ありますので、繰り返しになりますが、一定の期間を過ぎますと、どうしてもああ

いう状況になるということでありますので、場合によっては解体、あるいは更地の

活用、そういった方向へ考えざるを得ない状況もつぶさにわかっておりますので、

今後、そういうことも含めて十分検討しながら、また議会のほうにも御報告申し上

げたいと、このように思います。 

○議長（秋田裕三君） 12番、高山政信議員。 

○１２番（高山政信君） それでは、もう少し時間がございますので、質問させてい

ただきたいと思います。 

  先ほど北小学校の話をしたんですけれども、北小学校の利活用で、私も少し携わ

らせていただいたことがございますけれども、やはり賃貸契約を結んで家賃が当然

生じてきますので、そういったあたり、やはり家賃を捻出するに、お問い合わせの

方がどうしようかなという話がございました。そういったことで大変ためらわれた

という経緯もございます。これから一宮でも統廃合がございます。そういったあた

り、やはり無償で譲渡、譲渡いうんですか、無償で貸してあげるということも、こ

れも当然必要かなと思いますので、そういったことも含んで御検討いただきたいと、

このように思います。 

○議長（秋田裕三君） 西山参事。 

○参事（西山大作君） 今、議員御指摘をいただきましたとおり、あくまでも宍粟市

としては廃校という判断をした学校でございますので、御指摘ありましたように、

手を挙げていただいた企業等々と話をする中で、当然その使用料は無償という、そ

ういう協議も含めてさせていただくということは、担当のほうでは進めてまいりた

いというふうに判断をしております。 

  ただ、維持管理費等につきましては、当然企業のほうで負担をいただきたいとい

うことも含めてお話をさせていただきたいというふうに思っております。一部でも

使用料等々いただきますと、あと管理責任等についても市の責任ということもつい

てまわる可能性がありますので、やはり無償で、最終的には譲渡が一番いいかなと

思うんですけれども、なかなかそういう古い校舎ですので、使用料は無償で進める

という方向も含めて協議を進めたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） これで、12番、高山政信議員の一般質問を終わります。 

  午前11時15分まで休憩といたします。 

  暫時休憩。 
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     午前１１時０１分休憩 

                                       

     午前１１時１５分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  続いて、岸本義明議員の一般質問を行います。 

  13番、岸本義明議員。 

○１３番（岸本義明君） 13番、岸本です。平成28年度予算は、当然これまでの福元

市政の歩みを継続し、一歩も二歩も前進させるものでなければなりません。市長の

示した予算方針に従いまして、既に各部局から予算要求が出されていますので、

少々遅過ぎかとは思いますが、まだ財務担当や１月市長の審査があります。それに

向けて幾つかの質問・提案をいたします。 

  また、予算要求に当たって、各部局がどのように事業を見直しをしたのかについ

ても質問したいと思います。 

  なお、私の所属します総務文教常任委員会に関係した部分もございますが、市行

政全般にわたることでもありますので、お許しいただきたいと思います。 

  最初に、市長は、この予算方針の基本姿勢で人口減少等により地域存続の危機に

直面しているということを全職員が認識し共有すること。そして、全体的な視野で

それぞれの部署が横断的に役割を担うこととしていますが、そのことに関連しまし

て、行政の組織体制について、権限外の差し出がましい提案ですが、お聞きいただ

きたいと思います。 

  数年前、多分３、４年前ですか、似たような部署を統合して、スリム化を図ると

して、企画部と総務部が統合されましたが、３年先、10先、20年先を見据えて、方

針を立て、斬新なアイデアを出し、企画立案する企画部と、庁内を管理し、人事や

財政等の総まとめを行う総務部とでは果たす役割が異なりまして、私は前から分け

るべきだと言ってきました。そして、企画部には、少人数でよろしいので、アイデ

アあふれた企画・立案する役割と同時に、基本姿勢で言われております各部署が横

断的機能をより発揮できるよう、今以上にセンター的役割を持たせます。そして、

当然のことながら、地域創造枠事業を含めた地域創生総合戦略や連携中枢都市圏、

定住自立圏の事業も担当するというものです。さらに喫緊の課題で市長が最重要課

題としております人口減対策については、各部署でそれぞれ取り組みがありますが、

そうした個々の取り組みを全体的視野に立って整合性を図り、効率的運営で、より

効果を上げるため、企画部内に人口減対策室あるいは人口増対策室を設けるという
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ものです。採用するしないは別としまして、こうした提案に対する市長の思いを聞

かせていただきたいと思います。 

  ２番目に、予算方針の基本姿勢で、市長は前例踏襲にとらわれず、事務事業全般

の見直しを行いとあります。昨日もまちおこしのことなどで見直しの話が出ました。

私もそういうふうに前例にとらわれずに見直しをするべきだと思います。 

  そこで見直しにつきまして、①行政改革懇談会の指摘や行政評価も組み込んで見

直したと思いますが、その見直し方は各部局それぞれなのか、統一した基準・マニ

ュアルのようなものがあるのでしょうか。また、他の部局の意見を聞く場は設けた

のでしょうか。こういう予算のことですので、外部の意見を聞く機会はないでしょ

うが、ややもすると、自分の担当部局の事業見直しには甘くなりがちじゃないかな

と、私は思います。そこで、財政課はもちろんですが、他の部局の意見も聞くべき

ではないかと思いますが、そういうことはあったんでしょうか。 

  ②市の行う継続事業については、今年度の進捗状況、目標達成状況はもう８カ月

経過しました現在であれば、ある程度把握できて、新年度予算編成にどう生かすか、

それが生かされてきますが、200近くある補助金事業で、例えば各種団体等の活動

補助金については、その実績報告が上がってくるのは新年度になってからというこ

ともありまして、補助金の効果、成果が現時点では把握できない中、新年度予算に

ついての見直しはどのようにしたんでしょうか。前年度の実績をもとに行ったので

しょうか。250を超える委託事業についてはどうでしょうか。 

  ③限られた予算の中で、最重要課題として掲げた宍粟市高齢化、過疎化、人口減

少への対応を効果的に進めるためには、ばらまき予算ではなく、重要課題解決に効

果の見込める事業の選択と、そこへの予算を集中することです。そして、決算審査

でも指摘をしましたが、10億円を超える不用額が生じております。努力の結果、不

用額が生じたものもあれば、やむを得ないものもありますが、しかし、そうでない

ものもたくさんあります。重要施策に十分な予算を回すためにも不用額が出ないよ

う、各部局できちんと精査をしましたか。 

  以上、各部局で事業の拡大、拡充、充実、もしくは縮小、廃止等、思い切った取

捨選択をしたのか。一方で、市長の基本姿勢にあるとおり、積極的かつ活気あふれ

る新規事業提案を行ったのか。市長において再度確認されることを求めます。 

  重要課題の解決に効果のある事業への予算集中については、昨日もそういう話が

同僚議員から出ました。既に予算要求が出てしまっておるので、今からでは遅いと

いうことはないと思います。 
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  さらに、各部局からの予算要求を受けつつ、市長自ら部局の縦割りの垣根を越え

て、市長の思う重点施策に投資する、市長予算枠を設けることを提案します。 

  現在、地域創生課の事業に市長特命の政策及び施策の総合調整という事業があり

ますので、そこに市長の思いが予算化されているのかなとは思いますが、もうひと

つ明確ではありませんので、きちんと市長予算枠を設けてはどうでしょう。 

  ３番目、９年前、平成18年に宍粟市は県立大学産学連携センターと、地域の活性

化と人材の育成に寄与するためとして、連携協定書を交わしています。毎年更新す

ることになっていますので、今各種委員会で県立大の先生にお世話いただいている

のもこの協定書に基づいたものかと思いますが、ほかにこの協定を活用した事業と

してはどんなものがありますか。せっかくの協定です。先生はもちろんですが、学

生さんにも参画いただいて、新年度事業にもっと活用を考えてはどうでしょうか。 

  ４番目、市と商工会との意見・情報交換会が定期的に行われています。新年度に

は、そこで出された意見・提案を幾つかでも取り上げて事業展開できないでしょう

か。市による事業展開と言いましたが、逆に商工会に事業展開していただき、そこ

に市が協賛して別枠の予算をとって、あるいは市長予算枠で助成するという形のほ

うがいいかもわかりません。この次の１月の定期会合では、さらに具体的な提言が

あるように聞いておりますので、私はこの懇談会の成果に期待しておりますので、

どうか考えてみていただきたいと思います。 

  ５番目、行革の中で新地方公会計への移行を進め、それにより作成された事業

別・施設別コスト計算書を予算編成過程等において積極的に活用するようにとあり

ますが、財政課の取り組み状況と、今後の移行スケジュールについてお尋ねします。  

  このことは、随分前、10年ぐらい前から総務省から言われておりまして、今回は

多分移行案としては３回目の移行案じゃないかなというふうに私は思っております。

宍粟市では、総務省が平成27年度から29年度にかけて固定資産台帳を作成して、新

地方公会計へ移行しなさいと言っておりますが、それは大きな都市、大都市も含め

ての話でありまして、宍粟市程度の規模の市でありましたら、私は３年かけず、２

年間で固定資産台帳はつくれないかなというふうに思います。そして、この予算編

成、あるいは予算審議、決算審議にこの新しい公会計の数字、あるいは内容が活用

できるように、１年前倒しにしていただけないかなというふうに思うんですが、い

かがでしょうか。 

  ６番目、平成26年度施政方針に、「明日への希望が持てるまちづくりにスピード

感を持って実行していく」とありますが、要は将来を見据えた上で、時期を逸せず、
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確信を持って決断し、果敢に実行に移すことだと言えると思います。その点で市長、

今年度並びにそれ以前も含めて反省点はございませんでしょうか。 

  最後に、教育のことで一言。10月13日、中学生の第10回英語スピーチコンテスト

を聞かせていただきました。これまでと同様、非常に短い練習期間に、あれだけ立

派にスピーチできたということは、コンテストという場を与えて、それを目標に頑

張らせた成果だと思います。教育で大事なことは、児童生徒に英語でも国語でも理

科でも、もちろんスポーツでも具体的目標を持たせることだと思います。目標達成

に向かって努力する、そこに成長があり、達成感、満足感が生まれ、自分の力で次

へと進んでいくのです。何かの資格取得に向けてでもいいし、例えばの話、団体で

ギネス登録を目指して何かに挑戦するのもいいし、要は頑張る力を発揮でき、成果

を発表する場を持たせてやってほしいと思います。 

  と同時に、宍粟市として何か特色ある教育、宍粟市と聞いて、ああ、非常に特色

ある教育をしていると評判の市ですねと、そんな答えが返ってくるような、よその

まちの親がうちの子も宍粟の学校へ行かせたいなと思うような、そんな教育の場が

つくれないかと思います。 

  先日の商工会との懇談会の席でも、特色ある教育をという声が上がっておりまし

た。特色ある教育として、学校教育課では、各学校からの提案型の予算措置という

ことでしておりますが、各学校それぞれの特色はそれでもちろん結構なんですが、

と同時に、大きく宍粟というくくりでの特色を出せませんか。他市町から、今、宍

粟市のほうへ視察が年間何件か入っております。私のデータでは平成25年度と26年

度で１４、５件視察が入りましたが、そのうち教育関係での視察というのはたった

２件であります。一つは、中高一貫教育、そして一つは学校運営協議会の件で視察

があった。もう少し何とか教育のほうでの視察が増えないものか。視察というのは、

もちろん先進的な事例をみんな求めて視察に来るわけなんで、そういう視察の対象

になるような特色ある教育ができないものかということを私は提案したいと思うわ

けです。 

  以上、一言私の思いを教育長にお伝えします。新年度に向けて教育長に何か思い

があればお聞かせただきたいと思います。 

  これで１回目の質問を終わります。質問・提案の背景まで含めていたしましたの

で、少々長くなりましたが、たくさんの答弁をお願いします。的確な答弁をよろし

くお願いいたします。 

○議長（秋田裕三君） 岸本義明議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 
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  福元市長。 

○市長（福元晶三君） それでは、岸本議員の御質問にお答えを申し上げたいと思い

ます。たくさんいただいておりまして、答弁が少し長くなるかもわかりませんが、

お許しいただきたいと、このように思います。 

  全ての項目につきましても、さらにもっともっと頑張れよという叱咤激励をいた

だいたと、こういうつもりで御答弁もさせていただけたらと、こんなふうに思って

おります。 

  特に、新年度予算編成とこれまでの市政を振り返ってということでありますが、

常々申し上げておりますとおり、特にこの戦略を策定する上に当たって、最重要課

題は人口減対策だろうと。そのためにあらゆる施策の総動員をしながら、あるいは

さらに課題を明確にしながら、またその課題を克服するために一体何から何をもっ

て順番をおってやっていくんだと。これをさらに明確にすることがきっとこの戦略

をより具現化する意味合いが濃いと、このように考えております。 

  私自身もより積極的に可能な限り、財源の許す範囲の中できちっと的確に対応し

ていきたいと、そういった予算編成に努めて今後いきたいと、このように考えてお

ります。 

  そこで、今現在企画総務部でありますが、かつて企画と総務と、こういうことで

あったんですが、それはどうだと、こういうことでありますが、特にまちづくりを

考える大きな鳥瞰図的に考える役割はやっぱりどうしても企画という概念があるだ

ろうと思いますし、そういう部署が当然考えるべきだろうと思っています。 

  あわせもって、それを具体的に財源を確保したりするという部分が財政、場合に

よりましては、言葉はどうかわかりませんが、企画と財政が相互に牽制をしながら、

市政の中心的な役割を担っていく、こういうことがある意味、相乗効果をして、よ

り発展すると、こういうことの御提案だというふうに認識しておりますが、現状で

は、先ほどあったとおり、数年前から一つになって執行しておる状況でありますが、

特に今日の状況のように人口減社会の中で、より的確にスピードをもって対応しな

ければならない課題がたくさんあるわけであります。基本的な姿勢は企画と財政と

か、そういうことは明確にしながらでありますが、そういうことからすると、より

一体的に、さらにまたある意味今日の地域創生の時代に対応するためには、効率化

だったり、スピード感がより求められてくると、こう思っております。 

  したがって、端的に言いますと、意思決定をいかに素早くするかと、こういうこ

とでありますが、そういう意味において、今、一つになっておりまして、それがひ
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ょっとしてスピードというんか、今の時代に対応した組織であるのではないかなあ

と思われる部分もありますので、即座におっしゃるようなことが我がまちの組織形

態の中で二つに分けることが果たして妥当なのかというと、なかなかそうには至ら

ないことも考えられますので、現状の組織でしばらくいく中で、ただいま御提案い

ただいたことを含めてもう少し検討を加えていきたいと、このように思っています。  

  しかしながら、やっぱりスピード感を求めていったり、あるいは牽制し合ったり、

あるいはもう少し大きな枠組みで考えるという部署も大事でありますが、現状の組

織の中でそういった役割がどう果たせるのかも含めて、今後の課題とさせていただ

きたいと思います。 

  また、あわせもって仮に人口減対策室と、いういったものを設置と、こういうこ

とでありますが、横断的に組織を見る中で効果的な運営をするということは非常に

重要な部分がありますので、ただいま御提案のありました、そういう体制につきま

しても喫緊の重要課題と、このように捉えておりますので、来年度の組織を確立す

る上で、そういう仮でありますが、そういう室の設け方についても検討を加えてい

きたいと、このように考えています。 

  ２点目の前例踏襲ということでありますが、当然、職員に対してもこれまでがこ

うだったから、こうやるんだという考え方は抜きにして、将来に向かって見直すべ

きこと、それにとらわれず新しいこともということで、当然常々職員に対しても発

信をしておるところであります。特に、今日のように事務事業が非常に多種多様に

なっておりますので、そういう観点が非常に大事だろうと。それから限られた職員

数等の中であらゆる行政課題に対応しなくてはならない、そういう観点からすると、

これまででどうやという考えは、私は非常になじまない時代になっておると、この

ように考えております。 

  結果的に、詳細なマニュアルや基準は現状では定めておりませんが、各部局がそ

れぞれの事務事業に合った方法で、今後その視点を持って見直していくことが大事

だろうと、このように考えております。 

  また、どういう意見を予算査定の中で聞いておるかということでありますが、基

本的には、大体月２回、政策会議を設けておりまして、各局長、部長がそれぞれの

各部のいろんな考え方や、あるいは場合によって政策転換をせないかん、新たな政

策やとか、もちろん条例も含めてでありますが、そういったときにその意見を聞く

場を設けておりまして、その中でそれぞれの部局長の考え方を皆で議論する中で、

最終的にこの方向という形でそれぞれ各事務事業の推進を図っておるところであり
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ます。 

  したがって、予算査定などでも十分事務担当者、あるいは課長や、あるいは次長、

部長の意見を聞いて幅広い意見を聞く中で最終的な判断をしなくてはならないと、

このように考えております。 

  それから、補助金、委託事業で新年度予算を編成する方法はということでありま

すが、特に予算査定の場において、十分その必要性であったり、あるいは効果・効

率、さらにまたこれまでの過程や直近の状況、それらを十分検証しながら予算を編

成することとしております。 

  さらに、必要に応じて先ほど申し上げたように、特に補助金の必要性の判断する

場として、新設あるいは拡充、あるいは廃止、そういったことについては全て政策

会議にかけて議論をする中で、それらを検証して予算に反映すると、こういうこと

にしております。 

  それから、不用額の精査については、各部局からの予算要求は当然精査した上で

行ってきておりますが、今後の予算査定において、さらに精査を行ってまいりたい

と、このように思っております。 

  思い切った事業の取捨選択であったり、新規の提案についても今後の予算査定の

中で十分確認をして、冒頭おっしゃったような提言に基づいて、あるいは私自身の

考えも入れる中で予算化を行ってまいりたいと、このように思っています。 

  あわせもって、市長予算枠と、こういうことでありますがけども、平成26年度か

ら地域創造枠事業というものを新たに展開して、各部局や職員からの提案というこ

とで一定の予算を抱えて、それぞれいい提案を何点かに絞って現実事業化をしてお

ります。そういうことも市長予算枠ではないんですが、そういうことのやり方もや

っておりますが、今後予算編成方針の中で、こんなことに取り組んでほしいとか、

それを実現するために効率化など、あるいは取捨選択、そういったことも示してお

りますし、今後の予算化の中でそういったこと、自分自身の、あるいは市長として

の思い、時代を見てやるべきこと、やらなければならないこと、それからこれはや

らなくてもいいこと、きちっと精査して予算に反映していきたいと。 

  基本的には、現在の予算の形の中で重点施策を明確にしながら、取り組んでいく

ことがある意味、市長予算枠という大きな考え方の中に入ってくるんではないかな

あと、このように考えております。 

  次に、３点目の県立大の連携でありますが、連携協定を活用事業としてはもう既

に観光基本計画の策定に係る観光の体験レポーターであったり、あるいは出前講座
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や、あるいは地域めぐりツアー、あるいは地域資源発掘プロジェクトや旧野原小学

校を活用したワークショップ、あるいは特産品開発、大学の教員と学生による市内

各地域における調査研究なども既に行っていただいておりますし、あるいは地域と

商工会とのパイプも持っていただいたり、あるいは交流活動、そういったことを実

施しておる状況であります。 

  本年度、いろいろ策定をさせていただいております宍粟市の総合計画、さらにま

た地域創生の総合戦略、それらにおいても委員として参画をしていただいたり、場

合によっては、アドバイザーとしても専門分野の教授にも就任いただいたりする中

で、連携協定の役割をそこで持たせておるところであります。 

  今後、先生に限らず、大学生の意見交換の場であったり、あるいは協働の場であ

ったり、場合によっては都市部との交流の橋渡しなど、そういったことについて幅

広い分野での活用を図っていくことが重要であろうと、このように考えております。  

  ４点目の商工会の意見・提案に基づく事業展開はどうだということでありますが、

平成25年、私はこの立場をいただいて、さらにもっといい方向でやれという御提案

を岸本議員等々からいただいて、再スタートをさせていただいたところであります

が、それ以後、商工会の幹部の皆さんともいろいろ回数を重ねておるところであり

まして、その都度議員の皆さんにも何名か出席をしていただいて、聞いていただい

ておるところであります。 

  商工会に限らず、経営者協会とかいろんなところも出て、そういったことの御意

見を伺っておるというところであります。 

  特に、商工会の経済懇談会という場におきましては、いろんな我々が想像できな

いこと、気がつかないこと、あるいはいろんなことの御提案もいただいております。

幾つか紹介をしますと、今年の６月の懇談会でもいろいろありましたが、特に創業

支援計画ということで、策定の御提案もいただきました。この提案に基づいて関係

団体と協議して、10月に国の認定を受けたところでありますし、あるいは金融機関

ともああいう協定もさせていただいたと、こういうことであります。さらに、行政

のいろんな連携の中で、金融機関やそれからほかのとことももっと連携せえやとか、

いろんな御提案もいただいておるところであります。 

  それから、企業誘致についても、いろいろ中の実際市内で頑張っていらっしゃる

企業の皆さんに、もっといい支援措置はないのかと、こんなことも御提案をいただ

いて移転支援の制度も創設させていただいたと、こういうところであります。 

  また、特に地域総合戦略においては、キャリアアップセミナーの開催の事業計画
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をさせていただいたり、大学との連携による商店街の賑わいづくりでありますとか、

あるいは観光や拠点施設の整備なんか、そういう御提案をいただいて実現に向けて

今戦略の中へ織り込みさせていただいたところであります。 

  とりわけ、特徴的なものとしては、今度の総合戦略の中で、仮の名前になるのか

どうかわかりませんが、森林鉄道、これについて是非誘致をしてほしいし、是非そ

ういったことで観光立国としての役割をより鮮明にせえやというようなこと、その

ための調査研究という項目も上げさせていただいております。ただ、これについて

これから予算の中でいろいろまた議員の皆さんの御意見をいただくと、例えばそう

いう提案もいただいておるところであります。 

  ちなみに、今朝の新聞でも見ていただいたかもわかりませんが、ふるさと納税の

制度が大きく変わろうとしております。特に、これまでは個人向けのふるさと納税

であったわけでありますが、企業もふるさと納税をということで、全体では国では

1.4兆円規模で地方に分散するという、こんなことが今朝の新聞に出ておったと思

いますが、その中で自治体が地方創生の計画をつくり、政府が地域活性化の効果が

高いと判断した施策に限って、企業版として寄附を対象にすると、こんなことか出

ておりましたが、まさしくこれから商工会とか企業の皆さんとも話しする中で、連

携して、市だけではどうしてもならないので、そういったことが今後議論の中に私

は提案として、こちら側から提案して一緒になって考えるスタンスを設けていきた

いと、こういうことも重要なことではないかなと思っています。 

  次に、市政を担うトップとして将来時期を逸せず実行にしたかと、反省はと、こ

ういうことでありますが、私は常々反省せなならんことが非常に多いんですけども、

特にこの森林セラピー事業でありますとか、あるいは消防団の婚活イベントもやっ

てみたり、あるいは公共交通の再編、こういうふうにさせていただきましたが、こ

れまでにない新たな施策、また40数年余り、どうしても動いておらなかった土地区

画整理事業についても一定白紙化をして、新たなまちづくりへ挑戦をさせていただ

きました。 

  さらに、上下水道料金の統一であったり、あるいは料金の一部の削減であったり、

あるいは先ほども質問がありましたので、御答弁申し上げました少子化対策として

の医療費の関係の無料化の問題、あるいは学童保育の拡充などなど、またスポーツ

立市を目指しておりまして、健康づくりの百歳体操の導入だったり、普及だったり、

健康づくりへのアプローチであったり、あるいは千種のプールもしかりであります

が、特にカヌーにおいてもインターハイの誘致、近畿大会でありますが、そういっ
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たこと、まさしく時代の変化に対応しなくてはならないと、そのために各種施策に

スピード感を持ってということ、このことを肝に銘じながら取り組んでおるところ

であります。 

  ただ、今日の人口減の中で、一つの方策として、手法として、人口減の対策の中

で交流人口の拡大ということで大きな課題として挙げておるわけでありますが、特

に観光ステーションというんですか、そういったことの設置であったり、あるいは

商店街の活性化であったり、あるいは議会も加わっていただいております三県境域

の新たな連携でのまちづくりであったり、あるいは姫路を中核とした中枢の拠点の

広域のありようだったり、いわゆるこれからの将来のまちづくりに対する根幹部分、

ありようについての道筋を含めて、それについては十分な対応となっていないと、

このことについては反省しなくてはならないと、このように考えておりまして、今

後そういった市民の皆さんや市の将来への夢を求めてさらにスピードアップしなく

はならないと、このように反省をしておるところであります。 

  また、あわせもって、公共交通の関係で今朝の神戸新聞の「イイミミ」も見てい

ただいたかもわかりませんが、ちょっと念のため御紹介をさせていただきますと、

83歳の方が宍粟市の新しいバス路線が運行されて、友達と千種西河内へ行きたいな

あ、行ったことないで一緒に行きたいなあという思いの中で、友達と行ったと。路

線バスで３時間の旅をしたんだと。その中で、若い人はふだん日中はいなくて、地

域は高齢者ばっかりが多いんだけども、私もその１人やと。その中で、西河内の終

点のお家に花畑があって、その方といろいろ話をしたと。帰りに、また発車時刻が

しばらくあったけど、３時間ほど待って、また帰ってきたんだと。これほど楽しい

ことはなかったし、人生の中で楽しい思い出ができたと。こういうふうな投稿があ

りました。 

  それらを見ると、私たちの役割が本当に一体何だということを実は今朝も考えた

ところであります。 

  そういう意味で、私自身、もっとスピードアップして、一体何をやるべきかとい

うことを本気でもっと考えていく必要があるだろうと、このように考えております。  

  それ以外の御質問につきましては、担当部長や教育長のほうから御答弁をさせて

いただきます。 

  少し長くなったんですが、以上であります。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 岸本議員からの大きく二つの質問につきまして、お答えい
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たしますが、まず初めに、10月に実施しました英語スピーチコンテストをお聞きく

ださったということで、本当にありがとうございました。このコンテストは、今年

で10回目となります。これはＡＬＴや教師の熱心な指導もあるわけですが、それに

も増して出場する生徒本人が毎日の練習の成果もありまして、聞き応えのあるコン

テストとなっていると思っております。 

  また、そのレベルが年々上昇しておりまして、スクイムからの訪問団の皆さんか

らも高い評価を受けているところであります。もし議員の皆さんも時間の都合がつ

きましたら、一度来ていただいたらうれしく思います。 

  さて、御質問のあった件についてですが、まず１点目の子どもたちの頑張る力を

発揮でき、成果を発表する場をつくってはどうかというところなんですが、おっし

ゃるとおり努力の成果を認めて評価することは、頑張っている子どもたちの力を引

き出す上で大変重要なことであると、私も認識しております。しかし、子どもたち

のあらゆる活動について、場を設定するということは、また評価していくというこ

とは、少し難しい点もありまして、やはり幾つかポイントを絞りまして、そして考

えていくというふうにしてはと思っております。子どもたちの頑張って挑戦してみ

ようという、この意欲に繋がるような取り組みが実現できればと、このように思っ

ております。 

  次に、近隣市町に誇り得る宍粟の教育をどうつくっていくかということでありま

すが、私は現在も宍粟の教育には多くの魅力があると、このように感じております。

具体的に幾つか例を挙げますと、丁寧な児童生徒理解に基づきます生徒指導を行っ

ている。さらには、豊かな自然や温かく熱心な地域から学べる教育環境がある。さ

らには、子ども一人一人を大切にしながら、丁寧な学習指導などが、そういう点で

はないかと思っています。 

  そういうようなものをより具現化するために、生き活きプロジェクト事業の取り

組みも行っているところであります。この取り組みも特色ある取り組みではないか

と思いますが、今後もこれら多くの強みを有効に活用しながら、市内、市外、さら

には県外の方々への広報など、情報発信にも積極的に取り組みながら、近隣市町に

も誇れる、そういうふうな教育の創造に向けて、今後も努力してまいりたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） 中村企画総務部長。 

○企画総務部長（中村 司君） 私のほうからは、新公会計制度移行への取り組み状
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況と今後の移行スケジュールについて、お答えいたします。 

  この新公会計制度は、現在の現金主義会計による予算・決算事務を補完するもの

として導入するものでございます。これによりまして発生主義により正確な行政コ

ストの把握と資産や負債といったストック情報の把握に努めていきたいということ

でございます。 

  この制度の導入の目的としましては、やはり職員がこれまで以上にコスト意識を

持ち、新たな感覚で事業を展開する。それと、やはり市民に対してわかりやすい財

政状況を開示するというようなことになっております。 

  この活用に向けまして、現在、まず最初に行っておりますのが、今年度から２カ

年をかけまして、固定資産台帳、財産台帳の整理を行っております。そして、今後

活用のスケジュールとしましては、平成28年度の決算から新しい基準での財務書類

を作成しまして活用していく考えでございます。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） 13番、岸本義明議員。 

○１３番（岸本義明君） 大変丁寧な答弁をいただきましてありがとうございました。 

  ちょっと通告にはないんですが、私、人口増対策室の話をしたのは、御存じかと

思いますが、この市内に三つの高校があります。その卒業生の進路について御存じ

でしょうか。例えば、今年、春の卒業生は進学・就職で市外へ出たのが男子164名

中134名、実に82％です。女子は188名中163名、実に87％、平均して85％の高校卒

業生が就職・進学で市外へ出ました。そのうち就職は、合わせて297名中進学が263

名ですので、30数名が就職で市外へ出たということで、就職で出た方はいたし方な

いんですけども、進学で出た人に対して、人口減対策室のほうからきちっと広報を

毎月送ってやるとか、あるいは就職情報を流してやるとか、市内あるいは通勤圏の

就職情報とかいうのを絶えずふるさとを意識してもらうような取り組みが、そうい

う人口減対策室でできんもんかなということを思って、ちょっとこの数字も去年の

も全部持ってますが、ほとんどが去年も83％ほどが出ております。今年も85％です

が。そういうことで、是非そういう取り組みもしていただきたいなと思って、ちょ

っと付け加えておきます。 

  それと、この各部局の事業の見直しにつきましては、今すぐどうのこうのという

ことは言えませんが、この３月に予算書が出たときに、どれだけの見直しがされた

のか、どういう新規提案があったのかは、十分その場で再確認させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 
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  そして、最後の最後、これは質問でもありませんが、市長にも聞いていただきた

いなと思います。 

  ノーベル賞の授賞式が昨夜、夜中にありました。今年、ノーベル医学生理学賞を

受賞した大村 智先生が文芸春秋12月号でこういうふうに書いております。「過疎

化を何とか食いとめようと地方創生ということが盛んに言われていますが、地方創

生の話や活動の中で、教育という言葉が出てこないのが非常に私は不満です」と。

事を動かすためには、まず教育から始めるべきですというふうに書かれております。

参考にしてください。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） これで、13番、岸本義明議員の一般質問を終わります。 

  午後１時まで休憩いたします。 

  暫時休憩。 

     午前１１時５６分休憩 

                                       

     午後 １時００分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  続いて、山下由美議員の一般質問を行います。 

  14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 14番の山下です。一般質問を行います。 

  学校教育における合理的配慮の提供について行います。 

  平成28年４月１日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行

され、公立学校においては個人に必要とされる合理的配慮の提供が義務づけされま

す。このことに対して、現時点でどのような準備が行われているのか。また、障が

いのある児童生徒に対して、どのような合理的配慮を行っていくのか。教育長にお

尋ねいたします。 

  続いて、重度障害者医療費助成事業の対象者拡大について、お尋ねいたします。 

  福祉医療の中の重度障害者医療費助成事業は、身体障害者手帳１・２級、療育手

帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人を対象に所得制限を設けて

医療費の自己負担額の一部を助成するものでありますが、これは兵庫県の制度を基

本としております。しかし、兵庫県下においても障がいのある方に医療保障をする

ために、市の独自制度部分として対象者を拡大しているところがあります。宍粟市

においても対象者を拡大するべきではないのか、市長にお尋ねいたします。 
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  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） 山下由美議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 山下議員の御質問、２点に対しまして、私のほうからは重度

障害者医療費助成事業の対象者の拡大、このことについて御答弁を申し上げたいと、

このように思います。 

  重度障害者医療費助成事業につきましては、県の制度を基本に実施しているとこ

ろでありまして、所得制限の部分は県の制度と比較して有利な判定基準となってお

りますが、助成対象者につきましては県の制度と同様となっております。 

  御質問の療育手帳Ｂ１判定、精神障害者保健福祉手帳２級までの対象者の拡大に

関しましては、将来目指すべき方向であると、このように認識をしておりますが、

西播磨の管内においても取り組んでいる市町も今のところないような状況でありま

す。財源確保の課題も大きいことを含めて、すぐに対象者を拡大する予定は今のと

ころありません。しかし、対象者の拡大あるいは制限緩和や負担軽減を図っていく

観点から、他市町、県内の状況等々、その助成内容、そういったものの動向も十分

注視しながら研究を進めていきたいと、このように考えておりますので、よろしく

お願い申し上げたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 山下議員の質問にお答えさせていただきます。 

  まず、合理的配慮ということなんですが、障がいのある子どもが他の子どもと平

等に教育を受ける権利を共有する、また、行使することを確保するために、学校の

設置者、さらには学校が必要かつ適切な変更・調整を行うことでありまして、障が

いのある子どもに対して、その状況に応じて学校教育を受ける場合に、個別に必要

なもので、学校の設置者、また学校に対して体制面、財政面において均衡を失した、

または過度の負担を課さないものであると、このように合理的配慮について定義し

てあります。 

  市内の学校におきましては、従来からこの観点に立ちまして、障がいのある児童

生徒が学校生活を送る上で不利益をこうむることがないよう、教材・教具や学習環

境の整備に努めてまいりました。先ほど質問にありましたように、来年の４月から、

いわゆる障害者差別解消法というものが施行されるのを控えまして、さらにその取

り組みを充実させていきたいと、このように考えております。 

  その準備段階となりますのが、宍粟市におきましては、教育支援委員会と教育連



－177－ 

携連絡会、さらには特別支援教育コーディネーター会議、そして各学校におきまし

ては校内委員会と呼ばれるものを設置しているわけであります。 

  これらの会議におきましては、障がいのある児童生徒、個々の学校生活における

困り感と支援ニーズについて情報を共有されるとともに、提供されるべき合理的配

慮については、具体的に検討を進めているところであります。 

  また、障がいのある児童生徒の合理的配慮の具体的な内容についてということで

ありますが、個々の児童生徒の支援ニーズはそれぞれ違いがあるわけですが、ここ

で一つ一つ説明をすることはちょっとできませんが、その内容を観点別に分類させ

ていただきますと、一つ目は、教育内容と方法に関すること、そして、二つ目が支

援体制に関すること、さらには施設・設備に関することと、この三つに分かれるの

ではないかと思います。 

  今年度、学校で提供しております合理的配慮の一例を紹介させていただきますと、

１の教育内容方法の部分につきましては、書くことに困難がある子どもに対しては、

授業で教師が黒板に書いた内容をデジカメに撮りまして、それを記録し、ノートと

して活用しております。それから、二つ目の支援体制では、通常が学級に在籍する

発達障がいのある児童生徒の学習支援のために、市費によりまして特別支援員を配

置しているところであります。それから、三つ目の施設・設備に関することにつき

ましては、弱視学級に在籍する子どもに対しては、書見台、また拡大教科書、さら

には単眼鏡、こういうものを準備するなどして合理的な配慮の提供をしているとこ

ろであります。 

  なお、個々の児童生徒に提供される合理的配慮の内容につきましては、保護者と

の間で丁寧に合意形成を図った上で、サポートファイルの中にある個別の教育支援

計画、さらには個別の指導計画を明記しておりまして、対象児童生徒の指導にかか

わる支援者間で情報の共有をしております。それとともに、発達段階に合わせた適

切な指導・支援が継続してできるような体制をとっているところであります。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それでは、学校教育における合理的配慮の提供について、

再質問をさせていただきます。昨年の２月より障害者への差別の禁止や尊厳と権利

を保障することを義務づけた人権条約である障害者の権利に関する条約が日本にお

いても効力を生ずるようになり、これにより障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律、障害者差別解消法、これが日本において整備されております。この法
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律の施行が来年の４月からということです。 

  これによって、来年の４月からは、今まで以上に一人一人の障害特性に応じた環

境の整備とかの合理的配慮を行うことが公立の学校において義務となってきます。

また、この合理的配慮の否定は、障がいを理由とする差別ということにもなります。

そのことをやはり学校の先生方にもしっかりと認識しておいてもらいたいというふ

うにも思います。 

  障がいのある者とない者とがともに学んで、障がいのある者が一般的な教育制度

から排除されないように、個人に必要な合理的配慮の提供が必要であるというふう

にされております。この合理的配慮の提供によって、障がいのある児童や生徒が十

分な教育、その子どもにわかる教育、これを受けることができて、将来の自立と社

会参加、これにスムーズに繋がっていく、このようにされております。 

  この文部科学省が示しております合理的配慮の基礎となる環境整備、これの一つ

の中に、一人一人の状態に応じた教材等の確保、これが挙げられております。発達

障がいのある児童生徒の学習上の理解をしやすくするために、特にＩＣＴを活用し

た教材や支援機器の効果的な活用、これが求められております。 

  文部科学省が示しております例えとして、学習障がいのある児童生徒の中でも、

読み書きに困難を示す児童生徒に対して、文字だけでなく、音声を同時に提示する

ことや、注意することが困難な児童生徒に対して、文字を読む際に視知覚のコント

ロールを行いやすいように、読むべき箇所をハイライトで表示する、行間を大きく

するなどの工夫を行うことが効果的であるというふうに文部科学省のほうも例えて

として示しております。 

  そして、文部科学省による新たな教材整理計画、平成24年度から平成33年度まで

の10カ年、総額で約8,000億円の地方財政措置、これも講じられております。宍粟

市においても毎年地方交付税として交付されておりますので、予算を計上して必要

な支援機器を整備するべきであると私は思います。保護者や学校現場から先ほど示

したような支援機器の要求があった場合、一人一人の状態に応じた支援機器が今後

整備されていくのかどうかということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 今御指摘がありましたように、合理的配慮を欠くというこ

とは差別であるということは十分認識しておりまして、昨年度末から今年度にかけ

ましては、全部の学校を回ったわけですが、学校訪問の中でこのことを徹底して職

員に研修しております。また必要に応じては御存じのようにスーパーバイザーがお
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りまして、要請に応じましてそれぞれの学校に行きまして、その子どもに合った合

理的配慮はどうしたらいいかということにつきましても、全ての学校で取り組みを

しているということであります。 

  さらに、先ほど環境整備、それから地方財政にもあるのでということでありまし

たが、そのことについてはそれぞれのサポートファイルを持っておりますので、そ

ういう中でこの子にとっては何が必要かということも十分に把握しながら、先ほど

言われました行間を広くして子どもが読みやすくするとか、そういう配慮も既に行

っているということで御了解いただいたらなというふうに思います。今後も子ども

たちの状況に応じて配慮をしていきたいと思っております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それでは、質問させてもらいます。 

  新たな教材整備計画の中で地方財政措置も講じられております。それで、今年度

も宍粟市においても地方交付税の中に交付されているんですけれども、実際に今年

度、発達障害等で新たなＩＣＴの活用、タブレットとかそういったものを活用した

いというような保護者からの要望とか学校現場からの要望があって、予算措置が行

われたのかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 先ほどちょっと紹介させていただいた書見台であるとか、

拡大教科書、さらには単眼鏡というのも担任の先生や、それから教育委員会と相談

して準備させていただいておりますし、今後そういう要望があれば、まさに合理的

配慮をしていかなくてはいけないという観点で準備させていただきたいと、このよ

うに思っております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それでは、今後そういったような要望が保護者から、そし

て学校現場からあった場合は、予算計上して準備するということで理解してよろし

いんですね。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 合理的配慮は義務であるという視点の中で準備させていた

だきたいというふうに思っております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 既に学校現場の中において、保護者からそういう要望が出

ておると思いますので、しっかりとお願いしたいと思います。 
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  そこで、先ほど教育長が担任の先生とか支援コーディネーターとか、あるいは外

部のさまざまな専門家が集まって話し合う会議というのが三つほどあるように言わ

れたんですけれども、ちょっともう一度それはどのような会議なのか、教えてくだ

さいますか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 先ほど三つ紹介したと思うんですが、教育支援委員会とい

うのがあります。これは、前にちょっと名前変わったんですが、就学指導委員会と

言うていたものですが、これが教育支援委員会ということになりまして、これに参

加していただいておるのは、医療機関の方、それから福祉関係の方、それから教育

関係の方、当然教育委員会も参加しておりまして、そういう関係機関の方で子ども

たちの支援についての話をする委員会としております。 

  それから、教育連携連絡会というものにつきましては、普通学級の中にいる発達

障害の子どもたちについて、連携して取り組みをするという会であります。 

  それから、特別支援教育コーディネーター・ネットワーク会議というのは、各学

校にコーディネーターが必ず１人おりますので、その人たちの連携、さらには研修

ということで取り組みを進めております。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 今後すごく必要になってくることとして、私が思っており

ますのは、例えば保護者のほうから自分の子どもにこういった合理的配慮をしても

らいたいということを学校に伝えるという場面があると思うんですけれども、その

ときに担任の先生とか、支援コーディネーターの先生とか、そして、その保護者、

それから専門的な知識を持っておられる外部の専門家とかが集まって、その子にと

って合理的な配慮は何であるのか、こういったことをしっかりと話し合うような機

会、場が準備されなければならないと思うんですけれども、そういったところは準

備されるんでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 当然義務でありますので、準備はいたします。特に、そこ

にアドバイザーとして入るのが児童生徒支援スーパーバイザーという者が教育委員

会におりますので、そこがアドバイザーとして入って、一緒に考えていける体制を

とる準備も、それから実際に現場でも行っております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 
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○１４番（山下由美君） 実際に今教育委員会にいてくださっておりますスーパーバ

イザーの先生が教育現場では随分活躍してくださっていると聞いております。本当

にこのことはこの差別の解消法、これが施行される前から、こういったふうに教育

委員会にこういう先生を配置するというのはすごく先見の目があったなというふう

に私は思っております。 

  それで、先ほど言いましたように、その先生と、それから保護者、それから外部

の専門家、担任の先生、この人たちが個人個人の合理的配慮がしっかりできるよう

に話し合う場の保障をするとおっしゃってくださったので、してもらえますように

お願いします。もう一度ちょっと保障するということを確認しておきたいんですけ

ど。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 必ずそのようにして、一人一人の子どもを大事にしていき

たいと、このように考えております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それから、まだもう少し文部科学省も示しているように、

必要であることなんですけれども、通常の学級においても教材や支援機器の充実や

活用が障がいのある児童生徒にとって、合理的配慮になる、特別扱いというふうに

見られないように、児童生徒に合理的配慮になるということに対する理解と啓発、

これに努めていただきたいと思います。また、保護者に対してもそのような意識が

浸透するように取り組んでいただきたいと思います。いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 当然その合理的な配慮をしていることで、その子がいじめ

に遭うとか、嫌な思いをするようなことのないようにきちっと配慮して、お言葉を

借りると啓発ということをしていきたいと、このように思っております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それと、もう一つ、私が気になっていることがあるんです。

それは通常学級に在籍している発達障がいの可能性のある児童生徒に対する支援な

んです。これは2012年に文部科学省調査によれば、通常の学級に6.5％程度の割合

で発達障がいの可能性のある子どもさんが在籍しておられて、学習がわからなくて

困っているとか、あるいは自信を失って将来社会に出れないとか、そういったよう

な可能性があるということなので、計画的な整備として地方財政措置のある平成33

年度までの計画期間中に、どの子にもわかる授業というのを求めて、普通学級にお
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いても一斉指導を行う上で、特別支援教育の観点からのＩＣＴを活用した授業実践

を行う必要があるのではないかと思います。そして、これは特別な支援を必要とす

る児童生徒の学びを支援するだけではなくて、学級全体の理解を促すための工夫や

配慮にも繋がる、このように私は考えているのですが、教育長はこのことに関して

どのようにお考えですか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 今一斉授業という言葉がありましたけども、今それぞれの

子どもたちが問題を見つけて、問題を解決していこうとする、そういう力をつけよ

うという今取り組みをしている事業展開も方向転換しているわけですけども、先ほ

どの通常学級の発達障害ということにつきましても、アセスメントということが非

常に大事になってきますから、学級の中で困っている子に気づくというのが、これ

大事でありますし、担任の主観だけでなく、きちっとチェックシート等を利用しま

して、そういう子どもを見つけて、そして対応していくということが非常に重要で

あるというふうに認識しております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 重要であるという認識をしてくださっていることは、いい

ことだなと思います。その上に、やはり通常の学級においてもＩＣＴ等を活用した

授業実践を行っていくというふうな考え方はありませんか。その計画的な整備とし

ての地方財政措置のある間に、それを行っていくべきじゃないかなと思うんですが、

いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 学校の施設整備のことでありますので、私の

ほうから答えさせていただきます。 

  ＩＣＴの学校での整備につきましては、来年度以降、徐々に進めていくという予

定にしております。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） それでは、続いて、重度障害者医療費助成の対象拡大につ

いて、再質問をさせていただきます。 

  兵庫県下において、市の独自制度部分として対象者を拡大しているところがあり

ます。それを調べてみたんですけれども、例えば加古川市だと身体障害者手帳１級、

２級、また３級は心臓機能障害の方と60歳以上が該当、また４級は60歳以上が該当、

それから療育手帳Ａ、Ｂ１判定、精神障害者保健福祉手帳１・２級というふうにな
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っております。 

  また、加古川市だけではなくて、あと尼崎市においてもそれぞれ独自に考えられ

ておりますし、また宝塚市、西宮市、高砂市、明石市等においても身体障害者手帳

は１・２級でなくて、もう少し３級とか、あるいは４級とかも対象になっておりま

すし、また、先ほど申し上げた市では、療育手帳ＡとＢ１判定、あるいは精神障害

者保健福祉手帳１・２級までというふうになっております。 

  そこで、宍粟市の障害者手帳を所持しておられる方の現状を見てみますと、平成

27年３月 31日 現在のいただいた資料によるものですが、身体障害者手帳所持者

1,963人中医療費助成を受けておられるのが892人、45.4％となっています。療育手

帳所持者は327人中157人、48％です。ところが、その精神障害者保健福祉手帳の所

持者は143人中23人、16.1％の方しか助成が受けられておりません。精神障害者保

健福祉手帳の所持者の医療費助成を受けておられる方が極端に少ないということが

わかりました。精神障害で通院されている場合は自立支援医療によって精神科に通

院する場合のみ医療費の１割の負担で済みますけれども、ほかの病気は３割の負担

となっておりますので、そのため病気になっても医療にかかりにくいという現状が

あるのですが、この現状についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 小田市民生活部長。 

○市民生活部長（小田保志君） 山下議員のほうから重度障害者の医療費助成の事業

の拡大ということで、先ほども先進地の実例のほうを述べられたわけなんですけれ

ども、県下で８市町がそういった枠の拡大、精神障害者の保健福祉手帳１・２級ま

で、２級を含めるとか、また療育手帳のＢ１まで拡大するとかいうような制度を独

自で拡大のほうをされているような状況です。これが８市町。 

  それと、あわせまして所得制限緩和ということで、宍粟市では所得制限で税金の

ほうなんですけども、市民税の所得割額なんですが、それを県の制度では、世帯合

算で計算するんですけれども、宍粟市については合算はしないというふうなことで、

ある程度緩和のほうをさせてもらっています。 

  また、乳幼児医療の関係もこういった重度障害者のほうにも適用されますんで、

そちらのほうにも緩和ということになるわけなんですけれども、先ほども言われま

した精神障害者の１級が23名ということで、２級が90名ほどということで、大分拡

大になるんですけれども、そうしますと、御質問のこの療育手帳と精神障害者の保

健福祉手帳を合わせますと一応対象者が倍になるというふうな計算で、その中で要

は財源を確保することができるのかというような課題もございます。その財源の確
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保の課題と、あと県下の状況を見ますと、先ほども言いました所得制限の緩和をし

ているところとか、制限を撤廃しているところとか、また、個人負担なしとか、い

ろいろな制度を導入しています。ですけれども、県の制度というのは依然として低

いレベルにありまして、その県のレベルと同じ制度を導入しているのが10市町とい

うことで、かなりほかの市町は全部上のほうでばらつきがあるということで、やは

り市としましても、この県の制度をもう少し底上げをしてもらいたいというような

要望活動をやっていく必要があるんじゃないかと。それとまた今助成をしているよ

うな実態について、もう少し把握したり、財源の確保について研究をしていく必要

があるのかなというふうなことで、もう少し調査研究を進める期間をいただきたい

というふうに思います。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 調査研究を進める期間をいただきたいということで、調査

研究を進めて、それでもう少し拡大してもらいたいというふうに思います。 

  それで、その間、先ほども申し上げましたように、精神障害者保健福祉手帳の方

が精神科に通院する場合は１割の負担で済むけれども、ほかの病気が３割の負担と

いうことで、特に精神障害者保健福祉手帳１・２級を持っておられる方といったら、

やはりなかなか一般就労とかが難しく、非常に経済的に困窮されている状態であり

ますので、そこの調査研究は本当に早く進めてもらいたいなというふうに思います

が、いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） 小田市民生活部長。 

○市民生活部長（小田保志君） なるべく早急に研究のほうはさせていただきますけ

ども、１点、説明が漏れておったわけなんですけれども、重度障害の医療費助成事

業、こちらのほうが例えば市のほうで新たな助成制度を設けますと、それが他の医

療制度、例えば国保事業なんですけども、国保に加入されている方がそういった恩

恵を受けますと、今度、国保事業で今調整交付金を国県のほうからいただいておる

んですけども、市のほうでそういった制度を導入すると、今度こちらのほうの国保

の事業でその調整交付金が減額になるというふうな、別のとこでまたデメリットが

出るというようなこともありますんで、十分そこの辺も調査をしなければならない、

シミュレーションもやっていかなければならないということで、そういった問題が

別個にありますんで、十分そこらも注意しながら財源確保を研究しながら進めてい

きたいというふうに思います。 

議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 



－185－ 

○１４番（山下由美君） 確かに財源確保の問題もあるとは思いますが、私は障害間

の格差という視点から、どのようにしていったらいいかなというふうに考えたんで

すけれども、まず、障害程度区分による格差、これをなくすためにはやはり療育手

帳Ｂ１判定、それから精神障害者保健福祉手帳２級まで対象者を拡大しなければ、

障害間の格差是正ということにはならないと思います。 

  それから、また福祉障害者手帳を持っておられる方で、福祉医療を受けておられ

る方の人数の差なんですけれども、それをなくすためには、身体障害者手帳１・

２・３級と療育手帳Ａ・Ｂ１判定、それから精神障害者保健福祉手帳１・２級まで

対象者を広めなければならないんじゃないかというふうに考えます。 

  この障害者間の格差の是正という点での訂正という点では、どのようにお考えで

すか。 

○議長（秋田裕三君） 小田市民生活部長。 

○市民生活部長（小田保志君） 今現行のそういった福祉にかかわる助成制度で現場

のサイドでどういった不公平感というんですか、そういった差があるのかというこ

とも、私自身も十分把握してない部分がございますんで、そこも含めて研究のほう

を、差がなるべくないような制度が導入できないか、そういったことを研究のほう

はさせていただきたいと、かように思います。 

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 障害者が生活をしやすくなる、生きやすくなるような方向

で障害者間の格差の是正を求めます。いかがですか。 

○議長（秋田裕三君） 小田市民生活部長。 

○市民生活部長（小田保志君） やはり誰もが幸せを願って生活をしていくというよ

うなことがありますんで、やはり誰もが差別をされてはならないということがあり

ますんで、そこらの制度上の問題があるということについては、じっくり調査をし

て、その是正を図るしか行政としてはするところがないのかなと。私どもの担当部

署としてはそうするしかないのかなと。制度上のそごといいますか、があってはな

らないということで、そのことを今後進めていくというようなことでお願いします。  

○議長（秋田裕三君） 14番、山下由美議員。 

○１４番（山下由美君） 今後、私もいろいろと調べて考えて発言していきたいと思

いますので、お願いいたします。 

  終わります。 

○議長（秋田裕三君） これで、14番、山下由美議員の一般質問を終わります。 
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  続いて、飯田吉則議員の一般質問を行います。 

  ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。

私からは、大きく２点についてお伺いいたします。 

  まず、観光施策のあり方についてということで、お伺いいたします。 

  平成24年３月にふるさと宍粟観光条例が制定されまして、それをもとに平成25年、

ふるさと宍粟の観光基本計画が策定されております。これが多くの市民の方々の参

加を得て、つくられてきたというふうに思います。しかし、いろんな施策を進めら

れておるわけですけれども、そこを見るところでは、その計画段階、いろんな部分

に対して本当に市民の方々がそこに参加されておるのだろうか。また、観光業者等

の参加が本当に深くかかわれておるのかというところについて疑問を感じておると

ころでございます。 

  観光条例の第３条には、観光立市は、市、市民、観光関連事業者及びその他事業

者の創意工夫と協働による取り組みにより、その実現を図らなければならないとい

うふうに明記してあります。市長は、どのようにこの条例を位置づけて、観光施策

を進めておられるのか、この辺のところについてお伺いしたいと思います。 

  ２点目は、幼保一元化について、これは同僚議員からもいろいろと質問があった

わけですけれども、私もこの議会報告会がございまして、その中で一宮北地区で若

い子育て世代という方々からいろいろと御意見を伺う機会がございました。そんな

中で出てきた意見の集約、そんな中での質問とお考えいただければありがたいかな

と思います。 

  千種では、本年から公私連携という形でこども園が開園されまして、順調に今の

ところ動いているという状況であると聞いております。 

  波賀では、また地区委員会が８月に再開されたというばかりでございます。 

  一宮北中校区では、小学校の規模適正化実施と同時に、３幼稚園が三方幼稚園へ

の区域外通園という形で実質統合が行われるということになっておると聞いており

ます。しかし、幼保一元化については、地区委員会の中で、これは私も何度も地区

委員会を傍聴させていただいております。その中で委員の中から、また地域の方々

から、いろんな意見が出る中で、教育委員会からはいつもながら、これはいつもの

ことなんです。宍粟市幼保一元化計画にのっとって進めいきたいと。皆様の御理解

をいただくように説明に努める、この趣旨の答弁がなされるに終始しております。

しかし、現実、地域の方、連合自治会、その他の方々から、また保護者の中からも
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どうか公立でお願いしたいという声が強く出ております。理解を求めていくという

答弁の中に本当にそれが得られるのかどうかということは、もうそろそろ教育長も

教育委員会も気がついていただきたいと、そういう声があるということを、また、

これを市長にも届けたいという思いで、今日の質問にさせていただきます。 

  １回目の質問を終わります。 

○議長（秋田裕三君） 飯田吉則議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 飯田議員の２点の質問の中で、観光施策のあり方については

私のほうから御答弁を申し上げたいと思います。 

  先ほどもありましたとおり、平成24年３月に宍粟市はふるさと宍粟観光条例を制

定し、その目的、観光立市を実現するための基本理念を定めるとともに、取り組み

の基本事項を定めることによって、活力ある地域づくり、交流人口の拡大、市の経

済の持続的な発展、市民生活の向上に資すること等と、そういうふうにしています。  

  第３条では、先ほどありましたとおり、基本理念として市、市民等観光関連事業

者等の創意工夫と協働による取り組みにより、その実現が図られなければならない

と、こういう理念が定められておるところであります。 

  同時に、第４条におきましても、市の役割として、市は、基本理念にのっとり観

光立市の実現に関する施策を総合的かつ計画的に講じるものとするともあります。

私はこの条例の基本理念に基づいて、市の役割として観光にかかわる各種の施策を

推進しているところであります。 

  市民の皆様や、あるいは事業者の皆さんと協働の形の一つとして、例えば最上山

のもみじまつりでは、実行委員会はいろいろな形式で長年やられておるんですけど

も、中でも昨年から山崎商店街連合会も参画をされまして、城下町商店街ワンコイ

ンフェスタと銘打って、観光客を商店街へも誘導しようとして、そういったことも

なされております。市は、その立ち上げ当初より中小企業者支援の側面からも支援

をしているところでございます。本年も、もみじの状況はああいう状況でありまし

たが、実行委員会や商店街連合会がそれぞれ工夫を凝らしながら、その方向を向い

てやられておると、これからますます、またいろいろ知恵を出しながら、なされる

んではないかなというふうに思っております。 

  さらに、県立大学生と商工会や、あるいは地域の活動団体との協働によって、観

光資源の発掘なども市がコーディネート役としてかかわりながら、それぞれ事業を

展開しておるところであります。 
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  今後も観光立市の実現に向けて、今回提案させていただいております総合計画、

さらにまた総合戦略にもそういった重点的な施策を掲げておりまして、市民の皆さ

んと一緒に推進をしていきたいと。このことがまさしく交流人口の拡大につながっ

ていくだろうと、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

  私のほうからは以上であります。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 私のほうからは、２点目の飯田議員の幼保一元化について

の質問にお答えしたいと思います。 

  一宮北中学校区の幼保一元化に係る地域の委員会での議論の中では、先ほど御指

摘がありましたように、公立でのこども園の要望があるということは理解しており

ます。しかしながら、宍粟市としましては、市内のこども園の運営につきましては、

民間でできることは民間でと、この視点で民間保育園と連携しながら、幼保一元化

推進計画を進めていきたいと、このように考えております。 

  委員会では、私立のこども園になると、小学校との連携がしにくいであるとか、

また保育内容、それから将来の運営についての不安の声が出ていることも承知して

おります。しかしながら、今後も丁寧に説明しながら、不安を解消しつつ、この計

画を進めていきたいと、このように考えております。どうぞよろしくお願いします。  

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 先ほど観光の関係につきまして、市長のほうから答弁がござ

いました。多面にわたって努力をしておるということでございますけれども、これ

もまた先月行いました議会報告会の中で御意見をいただきました。確かに最初の計

画をつくる段階では参加させていただいたということであります。ところが、今現

状、いろんな施策が進んでおるという、そんな中で、私たちには何のお声がかりも

なかったと申しますか、相談もなかったと。森林セラピーにつきましても、何らか

の私たちにもお手伝いできることがあるんではないか。そんな中で確かに地域おこ

し協力隊の方々、一生懸命頑張っておられます。しかしながら、その人たちの接点

すらないと、あまりね。全然ないとは言ってませんでしたね。だから、私たちも協

力がしたいんだと、そういう方がたくさんおられるんですね。そういう中で、山崎

のまち歩きガイドの方々なり宍粟50名山ガイドクラブ、こういう方たちの中にもそ

ういうとこで自分たちの協力する位置が欲しいという、協力したいんだという声が

あるんです。でも、それを自分からどんどんどんどんアプローチするわけにもいか
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ない部分もあろうかと思います。その辺の門戸を開くというんですか、そういう場

所をつくるということが大切なんじゃないかなと。 

  この計画の中にプラットホーム構想というのがありました。これ私、この議会に

出させていただきまして、初めてそんな方とも話した中で、本当に最初の段階でこ

れができるものやと思っとったと。それが全然できないんだということで、何とか

委員会のほうで言ってくれないかということをお聞きして、お尋ねしたことがあり

ます。そのことにつきまして返ってきた言葉が、観光ステーションを何とかつくっ

て、それをもとに皆さんに集まってもらいたいんだというようなお考えがあるとの

ように聞きました。しかし、これは私から言わせれば本末転倒であって、そのプラ

ットホームの中の集まりの中で、そのステーションという構想が生まれたらそのス

テーションをつくっていく、そしてそれをもとに次の段階へ進む、これが基本じゃ

ないかなと思うんですよ。その方も言われました。プラットホームは会議室さえあ

ればできるんだと。市役所であろうと、防災センターであろうが、そこそこの公の

建物で会議室が借りれれば、それはできるんだということで、何とかそういうお話

をしてもらえんかということやったんですけども、なかなかいい返事が返ってきま

せんでした。このことについて、産業部長の返事をいただいても同じことなので、

市長はどういうふうにお考えですか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 観光プラットホームという機能の中で、例えば市民の皆さん

の参画をどうしていく、あるいは連携するコーディネートをどうしていくんだとか、

また情報共有するための仕掛けのデータベースをどうしていくんだとか、そういっ

たものを総合的にプラットホームというように私は理解、その拠点をどうするかと

なったときに、観光ステーション、仮称ですが、そういうふうなイメージだと思い

ます。そういう意味で条例が制定され、基本計画が制定され、その後プラットホー

ムという概念に向けて、私はいろんな取り組みがなされておるだろうと、このよう

に思っておりまして、決して動いていないとは思っておりません。ただ、そこへ行

くまでには、今の段階では、今朝もちょっとある議員の中で申し上げたんですが、

確かにスピードアップをもっとせないかんと思うんですが、そこへまだ成熟してな

い部分があるんじゃないかなと思うんですが、まず、そのプラットホームとは一体

何だというようなところをもう少し整理しながら、市民の参画を得ながらという、

そういう構想をもう少し明確にしていく必要があるんではないかなと思っています。  

  それと、いろんなことで例えば森林セラピーの事業についても、私はこんなこと
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をしたいんだが、全然出られないと、確かにそういう部分はありますので、是非い

ろんな方々がまたいろんな役割を演じていただくような仕掛けを今いろいろと、森

林王国と連携しながらやっていると思いますので、またいろんなこういうことをや

ったらどうなのかというのがあったら、また教えていただいたらありがたいと思い

ます。 

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 市長の立場といたしましては、大体今おっしゃったようなこ

とがそうなんだろうと思いますけれども、市長の思いと現場の思いが本当に一致し

て前にいっとるのかなという部分、この辺は大切やなと。この前、他市町へ政務活

動費を頂戴いたしまして研修に行ってまいりました。そんな中で、やはりいろんな

施策を打たれておる中で、ほとんどが成功してどんどん前に行っとるなと思ったの

はやっぱりトップダウンですよ。市長なり町長なりが信念を持ってこれはこうする

んだという形で進めていっておるまちは、結構そのことは充実して進められており

ます。 

  そういうことで、やはり市長はその辺のところの信念を持って、恐らく福元市長

も信念を持ってやっていただいておるというふうに拝察するわけですけども、それ

が本当に下まで浸透しておるのかという部分については、若干疑問を感じずにはお

られないという部分があるんで、できれば今市長がおっしゃったことを徹底してや

っていただきたい。そんな中で広く一般市民の方に参加いただいて、本当の意味で

の市民との協働の中での観光立市というものをつくり上げていっていただきたい、

このように思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 観光という部門、特にこれからは非常に大きな役割がこのま

ちにとってはますます必要になってくると思います。そのためにはどうしても市民

の参画、市民の力が一緒になってという概念がないと、どうしてもこれは実現が不

可能だと思っております。職員もそのことも十分認識しておると思うんですが、さ

らにまた、そのトップがもっとしっかりせえということでありますんで、そういう

方向を向いて職員と一丸となりながら、また市民の皆さんの参画をどうやっていく

のかも含めて、今後さらに努力をしていきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 観光という面でございますけれども、この宍粟市、いろんな

史跡もございます。しかしながら、やはり目に見えて姫路で言えば姫路城、こうい
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ったものはございません。となれば、地域の人間性であり、おもてなしの心という

ものが必要になってくる、今、市長もおっしゃいましたけども、やはり地域の人間

皆が多くの人を迎え入れようという気持ちにならなければ、宍粟へ行ったけど、何

や扱いが悪かったよとかということが往々にして起きかねないという部分がありま

すので、やはりその辺のところは、自分は観光業者でも何でもない、お店でも何で

もない、ただ、一般市民として、多くのお客さんが来られるけども、邪魔なだけや

という人たちが生まれないように、やはりその辺は皆さんと一緒にやるんだよ、こ

れをやることによって、宍粟は交流人口が増えて、活気づくんだというふうにもっ

ていく、このことに尽きると思うんです。 

  市長、本当に各地を忙しく走り回られて、いろんな声を聞かれていると思います

けれども、なかなかはっきり、こんなことを私が言ってもあれなんですけども、市

長に面と向かっていろんなことを言う人間は少ないと思います。やはり市長にお願

いしたり、いいことを言ったりする人間のほうが多いかと思います。でも、そうい

うことばっかりじゃないと思うんで、やはり市長の耳をきちっと張りめぐらせてい

ただいて、そういう部分も拾うということも大切かなというふうに思います。 

  また、今、観光ステーションの話をしましたけれども、このことについては本当

の意味で市民全体の意見を聞いていただきまして、よりよいものに、本当にあれが

できてよかったと言えるものにしていただきたい。３年、５年、10年たったときに、

閑古鳥が鳴いて、あれどないするんやと言われるようなものにならないようにする

ためには、やはりみんなが参加した中での箱物づくりというものが本当に大切やと

思うんです。その辺をもう一度お願いします。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 私も各地へ行ったり、いろんなところへ行ったりして決して

いいことばかりではなしに、お叱りもいただいたり、こんなこともということもあ

るんで、もっといろんな方々の幅広い意見や、あるいはもっと深みのある意見交換

などの場をもっともっとせないかんと、こう思っております。決していいことばっ

かりではありませんので。 

  観光というのは、やっぱり市民の皆さんのまちづくりへの思いをどう表現するか

だと、私はそれに尽きるんだと、こう思っています。 

  例えば、地域への誇り、愛着、そういったものを呼び覚ます一つのきっかけにも

なるんではないかなと。したがって、私はやっぱりふるさとという思いの中で、市

民の皆さんが誇りを持てるような、そうなってくると、先ほどおっしゃったような
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ことにならない、あるいはおもてなしの心へ繋がっていくんではないかなと。その

ためには、是非市民の皆さんがやっぱり住んでよかったという誇りが持てるような

まちへ私たちは誘導しなくてはならないと、このように考えておりまして、その一

つが観光プラットホームという大きなイメージだと。その核にステーションがどう

かということなんで、ステーションをつくる場合はそういう大きな枠組みの中で、

市民の皆さんにそういう誇りや夢や、そういう持てるようなものに是非つくり上げ

ていきたいと。そういう準備を今やっておりますが、なかなか一挙にいっておりま

せんので、さらに多くの皆さんの御意見やいろんなことをお伺いしながら、本当に

いいものをつくり上げていきたいと、このように思っています。 

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） いろんな意見を聞きながら、いいものをつくっていこうとい

うお話をいただきました。それを楽しみにしたいと思います。それを待っておられ

る方もたくさんおられるという意味を含めて、慎重ながらもスピードを持って進め

ていくと、これも大切やなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、幼保一元化のことについてなんですけれども、先ほど教育長のほう

からお話がございました。確かに責任を持って子どもたちの保育・教育について、

やっていくんだというお心は十分お察しいたします。 

  しかしながら、公で欲しいという声について、どうなのか。先月でしたか、隣の

たつの市で子どもの幼保再編計画ということにつきまして、いろんな意味で市民の

方からの声がたくさんあったということで、子ども・子育て会議による見直し計画

を進める。これがどっちに進むのかわからないけれども、ともかく来年１月までに

見直してみようということが新聞報道されておりました。これは市民の声に目を、

耳を傾けて、どっちになるかわからんけれども、とりあえずもう一度原点に戻って

考えてみようという、これはもう、たつのの教育委員会なり、たつの市の方針であ

ろうと思います。宍粟市として、そういう考え方ができないんでしょうか、お伺い

します。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） たつの市のことも聞いておりますが、宍粟市としましては、

日は少したって遅れるということを反省しているということも昨日から述べており

ますが、今の方針でやっていきたいということで、御理解いただきたいと思います。  

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） たつののことは知っているけれども、宍粟市は宍粟市として
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の意志を貫くというお答えだったかなと思うんですけれども、いろんな場面で近隣

市町の動向も見守りながらというお答えをよく伺うんですけれども、こういう場合

はそのことについて、何かお考えになったことはございませんか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） たつの市にはたつの市の事情がありますし、宍粟市には宍

粟市の事情があって、この方針でやっていきたいと決めた以上は、やはりこの方針

を通していきたいと、このように考えております。 

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 同じことを何度言っても同じなんで、これ以上は申しません

が、言葉は自分に都合のいいときに都合のいいように使えるもんでありますけれど

も、なるべくどうしてそうなったのかぐらいの研究はしていただければありがたい

かなと思いますので、その辺はまたよろしくお願いします。 

  それと、当初、最初につくられた幼保一元化推進計画、これは平成21年のものな

んですけれども、これの中では、考え方について、結果として仮称こども園の民間

運営が困難である、または相当の期間を要することとなる場合等においては、段階

的な取り組みとして、幼稚園と公立保育所の再編、公立の幼保一元化、または幼稚

園の再編を進め、子ども集団の適正規模化を図りますと書いてあります。 

  今、これだけの時間を要して、なかなか遅々として理解が得られない状況、これ

は相当の期間を要している場合ではないんでしょうか、お伺いします。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） そのことについても反省しているという言葉を申し上げた

わけですけども、千種の杉の子のこども園ができるのには５年半ほどかかったとい

うことで、今日は午前中も千種の阿曽市民局長が言いましたように、大変な反対が

あった。先鋒を務められたお母さん方も昨日、一昨日のマラソン大会、保・小のマ

ラソンが大会があった中で、本当にいいものをつくってくれてありがとうという言

葉をいただいたということも聞いております。認定こども園のよさをもっともっと

知っていただきたいということがあるわけで、来週には波賀や一宮のほうからも千

種に施設見学に行っていただくわけですけども、ただ公がいいとか、民じゃないと

いけないとかだけじゃなくて、やはり宍粟が第１号として一生懸命つくった、この

よさも見てほしいということを思っております。確かに時間はかかっておりますが、

今やっと一つができたばかりです。第２号を目指して、これからも取り組んでいき

たいと思っております。 



－194－ 

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 近々にいろいろとそういうお答えをいただくわけです。千種

こども園が完成して、子どもたちが通い始めて、保護者の方も喜んでいる、地域も

喜んでいる、確かに教育委員会並びに市民局等々からはそういうよかったという声

しか返ってこないのが当然やと思うんですけれども、私たちの中には、不満の声も

あります。そういうことも恐らくそちらにも届いておるんだろうと思うんですけれ

ども、そういうことについて、何か教育長の耳に入っておることはございますか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 不満である部分の声も聞いております。ただ、今、通われ

ている保護者の方たちは、大部分満足していらっしゃって、子どもがいらっしゃら

ない方から不満という声を聞いているのも事実であります。そういうところも御理

解いただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） それは、個人的にいろいろとそういう不満もあり、よかった

という方もあろうと思うんですけども、一つ聞いておる中には、子どもの送迎の場

合、こども園、言うたら保育部分と幼稚園の教育部分、この部分のタイムラグとい

うんですか、幼稚園の子はある一定時間に帰ると。その帰る時間に保育部門の子は

お昼寝の時間やという部分が結構重なるとかいうお話を聞いたことがあるんですけ

ども、その時間にもう連れて帰るのがそっと連れて帰らなければ、お昼寝の時間や

から、今までやったら幼稚園で先生とどうやこうやいう、子どもがどうでとかいう

お話をしながら別れたりしよったことが、ちょっとそれと別にした感じでやらなけ

ればならないとかいうことで、若干そういう部分に不満を抱いておられる保護者の

方もあるように聞きます。そういう点の配慮をもうちょっと進めてもらいたいな、

この部分についてはと思います。 

  また、それはそれで配慮をお願いしたいんですけども、私思うんですけれども、

これ民間とか、公立とかいろいろと言っておられます。でも、確かに経済的に苦し

い宍粟市にとってこれは合理化、合理化と言ったら失礼かもしれないですけども、

そうすることによって経済的に多少は楽になる部分があるというふうに思うわけで

す。 

  でも、はっきり言って教育委員会なり、そこらはその辺のことは別として、幼児

のためにということは全面的におっしゃっておられます。しかし、私思うんですけ

れども、教育・保育を保障することは、はっきり言って市としての務めです。子ど
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もを産んで育てるということに対して、何とかしてそれを保障していかなければな

らないというのは、もう本当に教育委員会なり市の務めだと思うんですね。だから、

何かに集中して予算をつけていこうというときに、私は本当にこういう部分にはき

っちり責任を持ってやることによって、宍粟市で子どもを産んで育てるということ

は、市がそれだけ責任を持ってやってくれると。確かに民に移したからといって、

知らん顔をしておるわけじゃないというお答えがあるんですけれども、その辺のと

ころ、宍粟市に来てもらいたい、住んでよかったと思ってもらうためには、本当の

意味でその辺のところをきちっと担保する、それだけの覚悟はあってもいいんじゃ

ないかと思うんですけど、この辺は市長、どうでしょう。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 今おっしゃったとおり、行政の役割として保育・教育含めて

しっかりせないかんと。同時に、保護者や社会情勢の中でその方々のために的確に

応えていかないかん。もう御承知のとおり、女性がどんどん社会参画する中で、ど

んどんいろんな多種多様な働き方になってきたと。同時に高齢化の中、こういった

波の中で、朝早くから預かっていただきたい、あるいは教育をしっかり届けてほし

い、さらにまた夜まで預かっていただきたい、そういう中でトータル的に考えます

と、私は幼保一元化という形の中でしっかり施設を整えて、子どもたちあるいは保

護者のニーズに応えていく。私はこれは行政の役割だろうと。ただ、それが社会福

祉法人ではだめなのですか、いや、公やないとだめなのですかという議論は別問題

にして、私はその問題に的確に対応していかないかんと。しかも、それは今まさに

必要とされる時代だからこそ、平成21年に定められたやつが確かにやり方、手法、

進め方は幾らかは時代とともに変わってきますが、私は決して方向は間違っておる

ものではないと、このように思います。 

  したがって、課題は公の役割、社会福祉法人の役割、それぞれある中で、いかに

連携して的確な教育・保育が提供できるかということを市民の皆さんにしっかり納

得していただけるような、そういうことがこれからの非常に大事な部分だと思って

おります。考え方は全く必要でありますが、今までも、繰り返しになりますが、社

会福祉法人さんがしっかり教育・保育も提供されております。その方々を放っとい

て、公がその分野を担うというわけにはなかなか現実難しい課題があるだろうと。

したがって、そこをうまくさび分けしながら、これから考えていく必要があると思

うんで、私は平成21年に定められた方向性は間違いないと、このように考えていま

す。 
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○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 今、社福のそういう努力されておる部分についても、そうい

う中で餅屋は餅屋と申しますか、その辺のところをしないようにというお答えでし

たけれども、北中校区におきましては、ここには公しかございません。そんな中で

保護者たちはやはり公でお願いしたいということを全面的に言っておるわけであり

ます。その地域の連合自治会にとりましても、それに全面的に応援するという形で

進んでおりますので、これの合意が本当にできるのかどうか。できなかった場合は、

いよいよどうなるのかということを、最後に教育長にお答え願いたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 同じ答弁になるかもわかりませんけど、合意をいただける

ように誠心誠意説明をして、認定こども園のよさについて御理解いただけるように

取り組んでいきたいと、このように思っております。 

○議長（秋田裕三君） ５番、飯田吉則議員。 

○５番（飯田吉則君） 何度も同じことになるので、これ以上は申しませんが、確か

に一生懸命やっておられることはよく存じております。地域もそれなりに覚悟を持

って進めておられるというふうに考えますので、もっともっと本当の意味での話し

合いをしていただいて、いい方向が出ることを期待しております。 

  また、三方へ通うということで、いろいろと要望が出ておるように思います。こ

の辺についてもしっかりと把握して進めていただきたいことをお願いしたいという

ふうに思います。 

  終わります。 

○議長（秋田裕三君） これで、５番、飯田吉則議員の一般質問を終わります。 

  午後２時30分まで休憩いたします。 

     午後 ２時１３分休憩 

                                       

     午後 ２時３０分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  続いて、鈴木浩之議員の一般質問を行います。 

  １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） では、一般質問をさせていただきます。 

  今回、通告が非常に簡素でありますけれども、教育振興について伺いたいと思い

ます。 
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  市の総合計画、また総合戦略を含め、宍粟市の教育に関するさまざまな計画があ

りますが、その進捗状況と宍粟市が目指す教育とは何かをこの質問、また答弁等の

やりとりの中で明らかにしていきたいと思います。 

  まず、就学前教育の課題、そして将来像ということで、特に幼保一元化計画、幼

稚園の統合、３歳児教育について伺います。 

  次に、義務教育の課題、そして将来像ということで、規模適正化、学力、部活動、

地域との連携について。 

  最後に、特別支援教育の課題、そして将来像ということで、視覚・聴覚障害、知

的障害、肢体不自由、病虚弱等の特別な支援を要する子どもたちの教育的な支援に

ついて伺います。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） 鈴木浩之議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 

  西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 鈴木議員の大きく３点の質問にお答えしたいと思います。 

  初めに、幼保一元化の部分ですが、就学前教育の課題、将来像についてでありま

すが、幼保一元化推進計画は、少子化の振興に伴いまして、子どもの適正な集団の

確保や異年齢との連携、子育て支援活動など、社会環境の変化に対応できる幼稚園、

保育所を再編しまして、３歳児教育をはじめ子どものよりよい教育・保育環境の構

築のために推進しております。その認定こども園設置を目指していますが、平成30

年の完了は少し難しい状況であるということは以前にもお答えさせていただいたと

おりです。 

  また、一方で、民間保育所の幼保連携型認定こども園への移行の動きもあります

ので、市としてもその動きを支援していきたいと、このように思っております。 

  次に、義務教育上の課題、特に規模適正化、学力、部活動、地域との連携という

ことでお答えします。 

  まず、１点目の規模適正化については、地域の声を十分に酌み上げながら、より

よい学校教育がなされるように取り組んでいるところであります。今後も地域の皆

様からいただいた貴重な意見を十分に反映させながら、よりよい学校教育が実施で

きますように規模適正化を進めていきたいと、このように考えております。 

  それから、二つ目の学力についてでありますが、言うまでもなく全国学力学習状

況調査から分析できる学力というのは、子どもたちの持っている学力の一部分でし

かありませんが、しかしながら、多くの示唆を与えてくれるデータであるというこ



－198－ 

とも確かなものであります。学力向上検討委員会等では分析を進めまして、各学校

の指導改善に今後も取り組んでいきたいと考えています。 

  三つ目の部活動についてでありますが、学習指導要領におきましては、教育課程

上に位置づけられてはいないが、それに準ずる重要な教育活動であると、こう明記

されています。教育委員会としましては、生徒の心身の健康に十分配慮しながら、

スポーツを通して友情や礼儀、向上心、さらにはコミュニケーション能力であると

か、思いやりの心情を育成していくように取り組んでいきたいと思っております。 

  それから、４点目の地域との連携でありますが、地域総がかりで教育すること、

そして、学校が地域と連携して子どもを見守る教育環境づくりに取り組んでいくこ

とが大切であると考えます。 

  現在、各地におきまして「子ども見守り隊」であるとか、「地域の先生」として

学校教育に多大な支援をいただいている事例は多く、大変ありがたいと感じており

ます。今後も、地域の教育力を学校教育に有効に生かせるように工夫しながら、温

かく血の通い合う連携のあり方について探っていきたいと考えています。 

  それから、最後に、特別支援教育の課題、特に視覚障害、それから聴覚障害、知

的障害、肢体不自由、病弱等の児童生徒に対する教育的支援についてでありますが、

特別支援教育の目指すところは、端的な言い方をしますと、障がいの有無やその他

個々の違いを認識しつつ、さまざまな人々がともに活躍できる、そういう共生社会

の形成であります。それを実現に近づけるためには、現在、特別支援教育の柱とな

っていますのがインクルーシブ教育システムであると思います。 

  本市におきましても、特別支援教育の充実とインクルーシブ教育システムの構築

を目指しまして、昨年度より特別支援教育総合サポート事業を立ち上げまして、特

別支援教育の支援整備に努めています。この中で、少し今年度の特別支援学級の状

況を報告させていただきますと、弱視学級が１学級１人、難聴学級が２学級２人、

それから知的学級が17学級39人、肢体不自由学級が６学級６人、病弱学級は今のと

ころございません。 

  これらの特別支援学級では、子どもたちが学級担任を中心として教職員から個別

の支援ニーズに合わせた指導や支援を受けております。また、そのほか障がいの程

度によりましては、西はりま特別支援学校、姫路聴覚特別支援学校、県立視覚特別

支援学校の教育相談とか通級システムを利用しながら、学校生活を送っています。

今後も特別支援学校をはじめ医療機関、姫路子ども家庭センター、各療育機関と連

携を図りながら、子どもの発達状況に合わせまして指導と支援を行っていきたいと
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思っております。 

  また、宍粟市には御存じのように県立の特別支援学校がないために、時間をかけ

てスクールバス等で他市町に通学している子どもたちがいます。そこで、通学時間

の緩和にも繋がるよう、県の教育委員会に県立特別支援学校の分校設置の要望に今

取り組んでいるところであります。あわせて市内の県立高等学校普通科における支

援員の配置も要望したいと考えています。今後も、県教委と連携しながら、宍粟市

における特別支援教育の充実に努めていきたいと、このように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 今の同じ項目、市長のほうのお考えをお伺いしたいんですけ

ど、お願いします。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） ただいまそれぞれのところで教育長が御答弁申し上げたとお

りでありまして、全く同じ考え方であります。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 丁寧な御回答ありがとうございました。 

  では、細かくいきたいと思います。 

  まず、宍粟市の教育大綱というのが７月に策定されまして、その中を見ますと、

教育委員会制度が変わって、首長というか、市長もその総合教育会議に入っている

ということが明記されているわけですが、その中で、まず就学前教育のことについ

て、内容、質の部分に当たる目標であるとか、そういったものがどこにあるかとい

うことをちょっと見ましたところ、やっぱり、しそうこども指針というのが内容に

関しての計画であるのではないかというふうに思っています。 

  その中で、就学前の具体的な子ども像ということで、一番後ろのページにいろい

ろ元気に挨拶をするであるとか、そういった行動であるとか、あと自然や身近な事

柄に関心を持つであるとか、そういった具体的な子ども像があるんですけども、こ

れ入園時、また進級時、卒園時、どのように評価しているか伺います。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） この状況を評価しているかということの質問だったと思う

んですが、現在は学校それぞれ独自で学校評議員等の評価を受けておりますが、園

によりましては第三者機関を入れまして、その評価を受けて細かく対応に取り組ん

でいるというのが現状であります。 
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○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） いや、就学前の具体的な子ども像ということで、市がこうい

った子どもを育てたいということで目標として掲げているわけなんで、それをどの

ように進捗しているのか、ここの力がついたなとか、入園前よりここができるよう

になったなとかいうことを各個人個人に評価というか、観察なりで評価していかな

いといけないと思うんですが、そういった手続がなされてないということでいいん

でしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 小中学校の通知表とか指導要録等にきちっと成長の跡を残

しているというのに、私ちょっと名前がわからんので申しわけないんですけども、

幼稚園でも要領がありまして、それにそれぞれの年の子どもたちの成長を記録して、

次の担任に送る、また幼稚園であれば小学校に送るということで繋ぎをしておりま

す。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） あと、教育大綱の中に子ども・子育て支援事業計画も掲げら

れて、くくられているわけなんですけど、これ量とかに関してなので、特に今回取

り上げません。これはあくまで今申し上げた、こんな子どもを育てたいということ

の質を向上させるため、担保するための仕組みの計画であるので、ここには触れな

いでいきます。 

  次に、幼保一元化計画のところに行きたいと思いますが、公立の戸原保育所、こ

れが一元化に向けた協議がなされて、平成25年11月19日に地域の方から戸原保育所

の改築に伴う認定こども園整備ということで文書が市長のほうに来て、その10日後

に、市長から是非とも進めましょうという回答がなされていて、それが平成26年度

の当初予算の中で恐らく実施計画業務委託という項目だったかと思うんですけど、

約1,000万円計上されているんですが、これ一体今どうなっているか、お知らせく

ださい。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 平成26年度に計上しておりました設計委託料

につきましては、平成26年度では執行できなかったということで、そのまま不用額

としております。平成27年度については今のところ予定はありませんので、計上は

しておりません。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 
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○１番（鈴木浩之君） いや、おかしいですよね。協議が整ってその認定こども園の

設置に向けて合意がとれたんで、予算計上したわけですよね。なぜそれが執行され

ないのか、その理由を教えてください。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 確かに地区の委員会のほうから幼保一元化の

もとで進めるという文書をいただきまして、市としては準備をしておったわけです

が、その後委員会内部の意見調整が必要があるということで、少し待っていただき

たいという申し出がありました。それによりまして執行というのは行われておりま

せん。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 戸原保育所は老朽化と言ったらあれなんですけど、雨漏りが

したりとか、ちょっと衛生上あまり好ましくない環境であるということは伝え聞い

ているわけですけれども、つい最近、東大阪の例だったと思うんですけども、老朽

化したそういった民間の保育所なんですけども、そこに公が修繕費等、予算措置し

ていたわけなんですが、それを私的流用して刑事告発ということがあって、募集停

止ということがあるんですけども、戸原保育所はいろいろ雨漏りであるとかそうい

ったいろんなふぐあいというか、があったと思うんですけど、その修繕はできてい

るというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 今年度も必要な修繕はやっております。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） では、それを予算措置してしっかりとそういった雨漏りであ

るとか、そういった衛生環境の改善等はできているということで認識します。 

  これ、東大阪の例なんですけど、これ別に民間が悪いことをするということを言

っているのではなくて、公がやっぱりそういった保育環境として不適切だと判断し

たら予算措置、あと是正勧告等々をして、公がそういったとこに関与していくとい

うことなんで、そもそもの公の保育所がそこの修繕等ができてないとなると、それ

はもう大問題になるんで、今確認させていただきました。 

  では、次に、幼稚園の統合について伺いたいと思います。 

  これ市長に聞くべきかと思うんですけども、選挙前の市民団体の公開質問状とい

うのがありまして、まだネット上に残ってはいるんですけども、その質問状の中で、
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幼保一元化計画が進まなかった問題点、理由というところで、市長が市民の理解が

足りなかったと。その原因は市長はじめ市の説明不足と一方的な押しつけによると

いう御回答をされています。２年半経過して現在の見解をちょっと、ごめんなさい、

伺いたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 幼保一元化計画については、先ほども答弁申し上げたとおり、

平成21年当時の方向性は何ら間違ってないと、このように考えております。 

  ただ、今、選挙のときのやりとりのお話でありますが、基本的には市民の皆さん

に十分な説明をもっともっとこれからしながら理解を求めていくと、こういうこと

でありますが、私はその中で書いているかどうかはわかりませんが、市のスタンス

はやっぱり明確に示した中で、その上で市民の皆さんといろいろ議論していく必要

があるだろうと。そういう観点が大事だと、こう思っております。したがって、さ

らに、このことについては理解を求めていく方向で議論をしていく必要があるだろ

うと、このように考えています。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 同じ質問状の４のほうが統合のことなんですけども、就学前

の教育・保育環境についてどのような施策をお持ちかと、お考えかいうことを聞か

れていて、市長は、国の方向性でもある認定こども園は避けられないと考える、こ

れ国の方向性だからって避けられないと考えるのもちょっとよくわからないんです

けども、それぞれの地域との協議が前提であると。スピード感を持ってすべきは幼

稚園の統合というふうにお答えになっているんですけども、それは現在でも変わら

ないでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 千種が認定こども園が進んだというのは、私は一定理解が深

まって、ああいう結果になったんだろうと、このようには認識しております。 

  幼稚園の統合云々について、幼稚園の統合というのは基本的にはないだろうと、

このように思っています。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 市長が選挙前に施策ということでスピード感を持ってすべき

は、スピード感というのは市長の選挙のときのキーワードだったと思うんですけど、

幼稚園の統合だというふうにお答えになっているというふうに、ホームページ上か

ら見たんですけども、じゃあ、この回答が間違っているというふうに考えていいで
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しょうか。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 幼稚園の統合というのは、恐らくちょっとそれももう一遍見

てみなわかりませんが、決して私は進めていくことではないだろうと。したがって、

幼稚園・保育所のあり方として幼保一元化を進めていくと、こういう考え方には違

いないと思います。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 今、幼保一元化、あと幼稚園の統合に関してお答えになった

ことは、自分の発言として責任を持ってください。 

  ３歳児教育のことについて伺います。 

  ３月17日に告示されて半年以上ホームページにアップされなかったんで、つい最

近やっとホームページに公開された３歳児教育の要綱というのがあるんですけども、

要綱の第１条に、そういった幼保一元化の方向性が決まった地域の３歳児の心身の

発達を助長するという目的で、この要綱を設置するということを書いてあるんです

けども、その根拠というのは、こども指針になっているんです。こども指針のこと

を踏まえれば、これ３歳児全てというふうに捉えられると思うんですけども、その

見解は間違ってないでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） そのとおりと考えております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） そのとおりというのは、幼保一元化の進捗云々関係なく、全

ての３歳児において、その要綱でもう実施をするということをおっしゃっているん

ですか。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 私がそのとおりと言いましたのは、幼保一元

化の推進のもとに地域の方向性が決まった地域の３歳児ということで答えておりま

す。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） わかりました。その論理からいくと、戸原地区はもう３歳児

教育を実施されてもいいというふうに考えるんですけど、戸原地区の３歳児教育は

どうなっていますか。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 
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○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 先ほども戸原幼稚園の状況をお答えしました

ように、現在、地域委員会のほうから待っていただきたいというお返事をいただい

ておりますので、この第１条に合うとは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） いや、だけど方向性は決定していますよね。方向性が決定し

ている地域から始めますと言っているということは、戸原地区は方向性が決定した

ということがやりとりされて、予算措置までされているんであって、それなら３歳

児教育をするということになりませんかね。 

○議長（秋田裕三君） 藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 先ほど３歳児の幼保一元化の方向が決まって

ないからと申しましたが、戸原保育所については、保育所でありますから、既に３

歳児も対象になっております。したがって、戸原では波賀とは違うということで御

説明したいと思います。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） いや、１号認定の３歳児ですけど。 

○議長（秋田裕三君） 暫時休憩。 

     午後 ２時５２分休憩 

                                       

     午後 ２時５２分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  藤原教育部長。 

○教育委員会教育部長（藤原卓郎君） 先ほども言いましたように、地域の委員会か

ら要望があって、またその後、待っていただきたいという意見の変更があったとい

うことから、１号認定にかかわる３歳児教育については、その条件に合ってないと

いうことで実施しておりません。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） では、義務教育のほうに行きたいと思います。 

  よく知・徳・体をバランスよく伸長させる取り組みというのは、これ、しそうの

子ども生き活きプランと言うんですかね、これ義務教育の10年構想というのに書い

てあるんですけど、まず、この点について、どのように成果を図っていらっしゃる

のか、お伺いします。 
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○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 知・徳・体の成果ということですが、全国学習状況調査と

いうのが一つの手段でありますし、また、各学校におきましては、春に学習状況調

査のテストをしまして、その後、秋から冬にかけてもう一度行い、その伸びを調べ

るというふうな方法をとっているのが一つの方法です。 

  それから、徳のほうにつきましては、道徳教育を中心とした取り組みを進めてお

りますし、豊かな心の醸成のための体験活動にも取り組んでおります。 

  それから、体につきましては、しーたんチャレンジという形で宍粟の子どもの体

力が非常に全国平均から見ても、部分的ですが低い部分があったということで、こ

れ２年前から取り組みを始めて、その改善を図っているというところであります。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） しそう子ども生き活きプランの中で、先ほど就学前のところ

でもその質に関係する目標ということをちょっとさらったんですけども、基本目標

の１の宍粟に生き、宍粟を活かす人づくり、あと健やかな心と体を備えた人づくり、

これが質に関する目標かと思うんですけども、その中でよくよくいろんなとこで聞

くんですけど、宍粟を愛する子どもの育成、宍粟で生きるキャリア教育、宍粟に繋

がる進路指導、これ地方分権というか、そういったことをちょっと履き違えていな

いかなと思うんですけど、これもうちょっとどういう意味か詳しく教えてください。  

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 午前中にも答えたんですが、いわゆるふるさと意識の醸成

の大きな基本だと思うんですが、子どもたちがこの宍粟を愛する、また、この宍粟

でいろいろな体験したことが原風景となって生涯の進路選択の一つになると。そう

いうふうな意味におきまして、このふるさと意識を醸成するという、ふるさとを愛

する子どもをつくるというのは、少子化対策の一つでもあるという部分も含めて考

えております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 宍粟市民、子どものことで言うと、やはり住民というのは、

国民としての部分、やっぱり憲法とか法律によって教育を受ける権利であるとか、

保護者は受けさせる義務を負っています。住民としてはそういった条例による地域

の教育ということがあるんですけども、これ国が言っているのは目的はあくまで国

のやっぱり憲法に保障された部分とか法律にのっとった国民としての教育、手法と

して、あと教材として、やはり地域の特性を生かさないと、その目標に達成しない
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だろうということを言ってるように思うんですけども、その見解は間違っています

かね、そのあたりちょっと考えをお聞かせください。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） ちょっと鈴木議員にお願いしたいんですが、もうちょっと

だけゆっくりしゃべっていただかないと、ちょっと聞き取りづらいところがあるの

で、よろしくお願いしておきます。 

  今おっしゃったように、文部科学省の学習指導要領や県の教育創造プランとも同

じ方向にありますし、その根底には知・徳・体のバランスのとれた人格の完成とい

うことがこの教育基本法の第１条の精神に流れておりますから、それにのっとって

私たちも教育を進めていると。御理解いただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） すみません、時間がないもので申しわけないです。では、規

模適正化は飛ばさせてもらいます。 

  学力のことを伺います。 

  昨年度、全国学力調査というのがあったですが、４月にやって、２月に広報で市

民にその結果が公表されています。ただ、これ８月ごろには結果、あと分析も含め

て文部科学省、あと教育政策研究所が返答を返しているはずなんですけども、２月

の段階で、地域住民として協力、理解しろというふうに結構書かれているんですけ

ども、どうしようもない状況なんですけど、なぜこんなに遅くなるのかをちょっと

お伺いしたいんですけども。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） ８月の終わり、９月上旬に結果が出まして、これにつきま

しては、学校単位での分析はしまして、学校の弱点であるとか、学校のこれからの

課題についての検討はしております。市全体としての報告につきましては、去年、

鈴木議員が多分常任委員会だったと思うんですが、その指摘をいただいたというこ

とで、今年は来週、12月に出ますこの広報に市の全体像を報告させていただいて、

３学期改めてその課題についての取り組みを進めていきたいと、このように今予定

しております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） ごめんなさい、僕も早く公開しろということはずっと言って

きました。それはなぜかというと、やっぱり地域との連携ということをずっとおっ

しゃっていて、ああ、宍粟の教育ってこういう状況なんだということをやっぱりみ
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んなが知った上で、地域の教育力を発揮していくというのがベストだと思いますの

で、是非もっと早く公開できるんであれば、公開していっていただきたいなという

ふうに思います。 

  傾向としてどうなんでしょうかね、全国と兵庫はもう公開されていて、ほとんど

全国、兵庫は数値的に正答率は同じだったんですけども、何か課題はありましたか。  

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 中学校におきましては全国とそんなに差はないんですが、

小学校でやや学力的に、この検査におきましては低い部分が出ておりました。その

中でも理科の部分が弱く出ておりまして、これはちょっと課題にも思っておりまし

て、今年度は理科おもしろ実験というようなことで、２年計画で取り組む予定にし

ておりまして、理科に関心のある子どもを育てていきたいという取り組みもしてい

るところであります。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 理科のその学習状況調査の平成27年度のやつをホームページ

から落としてきているんですけども、理科で求められているのというのは、結構今

言われるアクティブラーニングとか、今日何かそういった自分たちで課題を発見し

て考察し、分析し、それを発表するとか、そういったところの力をすごい求められ

ているんですが、これ学校質問紙というのがあって、その対象に対してどういう指

導をしているかということと、その正答率に非常に相関があるんですけども、その

あたりの分析は理科教育に関してどうなっていますか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 今御指摘ありましたアクティブラーニングについては、今

後の非常に大きな学校現場での取り組みの一つになっておりまして、今このアクテ

ィブラーニングについての取り組みの実践をしていこうということで、それぞれの

学校でも取り組みを進めてもらっております。 

  そういう中での理科の課題、ちょっと手元にあるんですが、実験観察の結果を表

やグラフに整理してまとめたり、分析して決まり、法則を見つけ出したりすること

に課題があると。また、実験観察からわかったことを日常生活に当てはめて考える

ことに課題が見られる。こういうふうに具体的な課題が見つかっておりますので、

今後アクティブラーニングの手法を使いながら、こういうところの課題解決に向か

っていけたらなというふうに思っております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 
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○１番（鈴木浩之君） 今、国の流れというか、国というか、世界的な流れなのかも

しれないんですけども、そのアクティブラーニング、そういったものが主流になっ

てきています。これ実はまちづくりに転用したら、これ本当に住民参画であるとか、

民主主義的な手続の理科を通して学んでいくという副産物もあると思いますので、

是非あたり充実させて、まちづくりに住民が参画できる状況、ここは非常にスキル

なり考え方としては共通する部分があると思うんで、是非充実を図っていただきた

いと思います。 

  では、すみません、特別支援教育のほうに移らせていただこうかな。ごめんなさ

い、地域との連携のことをちょっと、義務教育の中で。 

  いろいろコミュニティスクールであるとか、そういったとこで地域との連携を図

っているんですけども、これ学力というのは一体何なのかということをいろいろ調

査した中で、ある地域だけがすごい学力が高いという結果があって、特に何か普通

にというか、目新しいこともないということなんだけど、何でそこだけが飛び抜け

てというところから、そういった何が学力に作用しているのかということを研究し

たものがありまして、やっぱりソーシャルキャピタル、社会関係資本、自助、共助、

互助あたりの地域のコミュニティの力みたいなのがやっぱり子どもたちの学力、そ

れは地域の教育力だと思うんですけども、そういったところが非常に関係するとい

ういろいろな研究があるんですけども、そういった中で、その社会関係資本が高い

とやっぱり学力高かったり、合計特殊出生率、これが高かったり、あと自殺率、犯

罪の件数、これが低かったりということに非常に強い相関が見られるということが

あるんですけども、その地域との連携という中で、一体宍粟市としては子どもたち

にどういった力であるとか、どういった効果を期待しているのか、そのあたりをち

ょっと教えてください。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 学力学習調査と一緒にするのが生活実態調査というのがあ

るわけですが、この中を見ましても、子どもたちが学校でもやし、地域においても

地域の方々とかかわる率が非常にほかから比べると高いという数字が出ておりまし

て、これ12月号の広報にもっと宣伝すればよかったなと、ちょっと反省しとんです

けども、非常に生活面がよくて、大変いい育ちをしているという評価をいただいて

おります。これは地域の皆さんが本当に総がかりという言葉も含めまして御協力い

ただいているという成果が出ていると、そういうふうに思っておりますので、今後

もそういうお力を借りながら子どもたちのよい育ちを進めていきたいと、このよう
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に思っております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 確かに全国のやつを調べた部分があるんですけども、実は兵

庫県は、全国ではその社会関係資本が低い県というふうに認識されていて、島根、

鳥取あたりが高いというふうに、大分前の調査なんですけども、あるんです。宍粟

市は、確かにそういった地域との連携とか、地域とのかかわり多いんですけども、

これなぜそこを求めるかというと、やはり学力との相関が非常に高いという、そう

いった地域の行事に参加している子たちは、先ほど言ったソーシャルキャピタルの

関係であるとか、正統的周辺参加みたいなところで、見て覚えるみたいなところか

ら、やっぱり非常に学力が高くなっていくということがあるんですけど、その相関

は見られますか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） これも広報に発表するので、また見ていただけると思うん

ですが、具体的に今数字という意味では手持ちがないんですが、やっぱり子どもた

ちが地域への活動、また地域の人と触れ合うということで、一つの非常に大きな意

味を持っているのは、コミュニケーション能力を身につけるということ。また、高

齢者の方たちと触れ合ったりする中で、思いやりであるとか、親切であるとか、そ

ういうふうな部分も身につけていきます。そういうことで体験が経験に繋がり、新

しい発見をするということで、子どもたちの豊かな育ちに繋がっているんではない

かと、そのように考えております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 学力状況調査はいろいろな調査がされていて、それを早く公

開するべきだというのは思うんですけども、これはただやっぱり同じ指導要領で同

じ検定教科書、あとは先生の教員養成のカリキュラムもほぼ日本同一なのに、やっ

ぱり都道府県によって差が出てくるというのがあるんですけど、これ一体何が影響

して出てくるというふうに教育長としてお考えなんでしょうかね。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 具体的に申し上げますと、秋田県であるとか、石川県であ

るとか、非常に学力が高いということで、これまで新聞で常にトップの成績をおさ

めていると。なぜそないにあの辺が高いのかということで、秋田県を訪れました大

学教授の話を直接聞かせていただいたんですが、徹底して全国学力テスト受験対策

をして、過去問をして、成績の低いところには県教委がプレッシャーをかけて、そ
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して取り組みをしていると。あげ句の果てに山間部の子どもたちが学力がついて、

まちに出て行き出した。そのために中山間部の保護者からもうやめてくれと、この

山や田んぼが誰が守るんやというふうなデメリットも出てきて、今大変な状況にな

っているということも聞いております。ですから、私はそんなことをしてまで勉強

をしなくても、この大自然の中で豊かな心や人との触れ合いを大いに経験しながら、

学力が高いのはいいに決まってますけども、それ以上に大事な人と人の繋がりを育

む、そういう宍粟の教育を進めていきたいなと、このように思っております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） ちょっと聞き捨てならないというあれはあるんですけど、何

で勉強したりとか、そういったところで都会に出ていったりとか、まちに出ていく

ことがデメリットなのかというのがわからないんですけど、その見解をもう一度教

えてもらえますか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 秋田県の例で教えていただいたのは、山を誰が守るのか、

田んぼを誰かするのか、若者が出てしまったら、この美しい自然が荒れてしまうで

はないかと、地元に残ってくれる、そういう子どもたちがいないと困るということ

での、そういう発言を私は聞かせていただいております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） いや、それは別に向上心のあらわれであったりとか、そうい

ったところに活躍の場を求める子たちが増えてということをデメリットと言うて、

地元に縛るような雰囲気がちょっとよくわからないんですけど、それをなぜデメリ

ットいうふうに教育長もそこに共感されるのか、もう一度御説明いただけますかね。  

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 私がデメリットという言い方をしたのは、これは適切では

なかったかもわかりませんが、私らのような年齢になりますと、子どもたちが家に

いてくれたり、変な言い方をしますけど、田んぼを見てくれたり、畑を耕してくれ

たり、合間合間でもいいから、また墓を守ってくれたり、そういうふうな思いは、

これは年をとってきたら誰もが思うことであり、子どもたちが出ていって活躍する

こともすばらしいことですが、やはり地元に残って、地元で活躍してくれる子ども

になってほしいという親心という部分で、そういうふうに理解していただいたらと

思います。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 
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○１番（鈴木浩之君） すみません、僕がふるさとを捨てていろんなところへ行って

いるんで、ちょっと聞き捨てならなかったんで、すみません。 

  じゃあ、特別支援教育のことをちょっと聞きたいと思います。 

  先ほどいろいろ支援員のことであるとか、分校の誘致の話等を言っていただいて

ますけども、ちょっと気になっているのが、やっぱり病虚弱、医療的な支援からち

ょっと離れられないと言うと語弊があるかもしれないですけど、そういったものが

常に必要な子たちというのもやっぱりいらっしゃると思うんですけども、そういっ

た子たちは宍粟市では今のところ医療的支援のニーズ自体がないというふうに考え

てよろしいんでしょうか。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） ないということはありません。実際にあります。私もここ

では言わんほうがいいんかな。思うとんですわ。やっぱりそういう子どもたちの行

けるセンター的なものがあったらいいなあと個人的には思っております。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 例えばその子が就学前なのか就学後なのかよくわからないん

ですけど、その訪問看護であるとか、訪問医療みたいな感じで逆に地元にいるんだ

けども、医療的な支援が受けられる体制というのはないんでしょうかね。 

○議長（秋田裕三君） 暫時休憩。 

     午後 ３時１１分休憩 

                                       

     午後 ３時１２分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

  清水副市長。 

○副市長（清水弘和君） 特別支援に関する訪問の医療関係については、今現在、確

認できておりませんので、研究させていただきたいと思います。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） こども指針のほうにちょっと戻るんですけど、こども指針の

中にも特別な支援を要する子どもに対してどういうというところが書かれているん

ですけども、ここで、これ、もしかしたら古いのかもしれなんですけども、特別な

支援を必要とする子どもに対して、障がいによる生活上の困難を克服されるための

自立に向けた教育・保育というふうに書かれているんですけども、そもそもこれ克

服する必要があるのかということなんですけども、そうするとちょっとインクルー
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シブ教育と理念が違うかなという気がするんですけど、そのあたりの見解をちょっ

と教えてください。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） ちょっと十分聞き取れなかったので、答えが間違っていた

らお許し願いたいんですが、先ほどの質問も含めてなんですが、市内にも病弱に対

応しているのがありまして、全介護の子どもを看護師をつけまして対応していると

いう例もあります。これは本当に専門的な機関での教育も希望されたわけですが、

体力的にバスに乗って通うことは無理であるということで、何とか地元でいわゆる

インクルーシブの教育を受けたいという要望の中で看護師さんを探して、この子ど

もさんを子どもたちと一緒に市内で育てているということもあります。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） すみません、その病虚弱ということではなくて、しそうこど

も指針の中に障がいによる生活上の困難を克服するための自立に向けた教育・保育

を行うということが書いてあるんですけども、これがそもそもインクルーシブ教育

という、その方向性と違うんではないかということを確認したいんですが。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 資料が今ちょっと見当たらんので、どこに書いとんかわか

らんのですけども、具体的にきちっと調べまして後日答弁をさせていただきたいと

思います。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 最後になりますが、今回、質問をいろいろしたんですけども、

要するに教育が大切だと。これなぜかというと、やっぱり教育がちょっと劣化し始

めたら、これ再生産されてしまうんですよね。教育されたものが教育をしていくと

いうように、どんどんどんどん再生産されてしまうんで、もう劣化していってしま

ったら絶対にいけない部分なんです。なので、是非とも学力、あとは先ほどの理科

の課題にあるというところは非常にやはり目に見えるものをデータとか、そういっ

たところから仮説を立てて検証する、それで課題を見つけていく、あとは目的・目

標に対してどういった手法でそれ解決していくのか、それを達成していくのか、あ

とＰＤＣＡサイクルのチェックなんかも成果を図って、その問題を発見する、そう

いったこと、あとそれをどう説明するのか、どういうふうに伝えていくのか、これ

行政のとこにも非常にかかわる根幹の部分かと思います。やはり教育が全てのスタ
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ート地点だというふうに思います。 

  これ、やはり今までいろいろ一般質問等で行政の具体策が見えない、あと説明責

任を果たしてないんじゃないかとか、あと住民参画が促せてない、透明性がないと

か、そういったところも含めてこういったいわゆる知力というか、知的探求心であ

るとか、知的な力がそういったところを解決していく糸口になるというふうに思う

ので、是非とも教育を充実させる、このことは是非ともまず第一に置いて、今後の

まちづくりを進めていただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） 答弁は要りますか。 

○１番（鈴木浩之君） お願いします。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） いろいろ御意見、そしてアドバイスもいただきまして、あ

りがとうございました。 

  私もここで言ったのかどうか覚えておらんので、同じことを言うかもわかりませ

んけども、古い言葉にこういう言葉がありまして、１年の計は元旦にあり、10年の

計は木を植えるにあり、100年の計は子を教えるにあると、こういう言葉がありま

す。宍粟の100年を見据えた子どもづくりに、これからも取り組んでいきたいと思

いますので、今後とも御指導、御助言をよろしくお願いいたします。 

○議長（秋田裕三君） １番、鈴木浩之議員。 

○１番（鈴木浩之君） 最後、ちょっと私は今の現状を心配しているので、こういっ

たいろいろな質問等をさせていただきましたので、そのあたりだけお酌み取りいた

だければと思います。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） これで、１番、鈴木浩之議員の一般質問を終わります。 

  続いて、榧橋美恵子議員の一般質問を行います。 

  ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） ９番、榧橋でございます。最後の登壇になります。よろし

くお願いいたします。それでは、議長の許可をいただきましたので、質問をさせて

いただきます。 

  第１問ですけども、健康増進のための対策としてということでお伺いをいたしま

す。 

  健康増進の一助として、ウオーキングや健診などを通して、ためたポイントが景
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品と交換できる「健幸マイレージ事業」が今注目を集めています。 

  人間誰しも健康で幸せに暮らしていきたいと思っております。ですから、この健

康の康が幸せになっているわけです。健康づくりの行事への参加で１ポイント、特

定健診や人間ドックなどの受診で２ポイント獲得でき、合計５ポイントためれば景

品と交換できる取り組みでございます。我が市でも御検討いただければと思います

が、いかがでしょうか。 

  そして、今、最も懸念されているのが認知症でございます。早期発見はとっても

重要でございます。対策はどのようにお考えか、お聞かせください。 

  続きまして、人口減少の歯どめ対策といたしまして、宍粟市では、毎年500人ほ

どの人口が減少となっている状態であります。こうなりますと、移住者を増やすこ

とも考えていかなくてはならないと思っています。 

  例えば、鳥取県の智頭町では、移住者が増えているとのことです。その背景の一

つとして、園舎のない幼稚園、「森のようちえん まるたんぼう」が人気だそうで

す。子どもを自然の中で伸び伸びと育てる園の方針に共感された方が移り住まれて

いるそうです。また、空き家を利用され、パン屋さんを開店されたり、また、その

地に合った作物を育てたりと、地域の資源を生かした取り組みでまちに活気が出て

いる様子が雑誌にも紹介されていました。 

  我が市でも、明春、森林セラピーがグランドオープンいたします。宍粟市で魅力

が一つ増えるわけでございます。現在、宍粟市においても田舎暮らししませんかと

アピールはされていると思いますが、空き家の物件を見学していただくことに加え、

農作業や加工品づくりの体験もセットしてはいかがでしょうか。 

  その際、キャンピングカーを安価でレンタカーできれば、より見学にお越しいた

だけるんではないでしょうか。何か私はわくわくするような感じだと思いますが、

いかがでしょうか。 

  続きまして、宍粟市に図書館がございますが、本当により多く利用していただく

ために、安心して本を手にしていただける書籍消毒機導入の御検討いただければと

思っております。 

  また、これは以前教育長にもお願いをいたしましたが、読書は人間形成にとって

も不可欠なものでございます。心の貯金通帳とする読書通帳の導入を再度していた

だきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） 榧橋美恵子議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。 
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  福元市長。 

○市長（福元晶三君） 榧橋議員の御質問、３点ありますが、私のほうからは、人口

減少対策、このことについて御答弁申し上げたいと思います。 

  これまでも、人口減少対策で御質問いただいて、いろいろ御答弁も申し上げたわ

けですが、その対策は本当に急務だと、このように考えております。 

  宍粟市では、阪神間で開催をされております「西播磨暮らし相談会」にも参加し

ておりまして、宍粟市への定住相談なども行っておるところであります。 

  県とも連携しながら、空き家の見学ツアーを開催するなど、多くの方に参加をし

ていただきました。特に、その参加者の声としては、農地、特に畑はありますかと

か、そういった意見をたくさん聞くところでありますが、このようなことから、市

としても農業委員会とも連携を図り、空き家活用移住者へ少ない面積でも農地を持

てる仕組みづくりにも今取り組んでおるところでありまして、農業委員会とも協議

をしておるところであります。 

  いずれにしても、魅力ある地域資源、たくさんありますので、それを生かし、定

住に繋がるよう、市のそれぞれの部局と十分連携を図っていくことが大事だろうと、

このように考えております。 

  また、空き家の見学に参加されている方は、本気で移住を考えておられまして、

観光のような体験を希望されておるという意味ではなく、その地域の特徴であった

り、あるいは生活に関する情報、時には人情であったり、そういったことのもろも

ろを求められておるところであります。そういうことから、短期間でも住んでいた

だいて、宍粟を知っていただいて、いわゆるお試し住宅というんですか、そういっ

た仕組みについても今後整理しながら実施していきたいなと、このように考えてお

ります。 

  あと、教育長なり担当部長のほうから他のことについては答弁をさせていただき

ます。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 榧橋議員からの２点の質問に対してお答えいたします。 

  まず最初に、御指摘の書籍消毒機についてでありますが、図書館の蔵書の細菌や

ほこりを消毒、また殺菌しまして、利用者に図書館の本を清潔、そして快適に利用

していただくための機械であるということで、近隣図書館の導入状況、また利用者

の御意見、さらに図書館の者とも相談をしながら、導入について前向きに検討して

いきたいというふうに思っております。 
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  次に、読書通帳でありますが、本の貸し出し履歴を記録して、読書の足跡を保存

することということで、これは読書への意欲づけを図るもので、この制度につきま

しては、近年、幾つかの自治体が導入をしておりますし、前回も榧橋議員からの指

摘もいただいております。 

  本市におきましても、読書活動の充実につきましては、読書活動推進事業におき

まして目標を設定し、学校ごとに取り組みを進めているのが現状であります。例え

ば、本を読む意欲づけとして取り組んでいる例としまして、読書の花を咲かそう運

動ということで、感想文なども含めて読んだ本を記録していく取り組み、それから、

感動した本を掲示物にして紹介するおすすめコーナーの取り組み、また生徒会や児

童会の図書委員会が中心となって実施しておりますブックトークなどの取り組みが

あります。 

  今後も、教育委員会としましては、読書活動推進事業の充実を図るとともに、こ

の読書通帳制度につきまして、前回お話をいただきまして、校長会でも紹介をさせ

ていただいたんですが、今後も積極的に紹介していきたいと考えておりますが、そ

の導入につきましては、従来からそれぞれの学校で取り組んでいる部分があります

ので、その調和を図りつつ検討できたらなと、このように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（秋田裕三君） 浅田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（浅田雅昭君） それでは、私のほうから健康増進対策につきまして、

具体的な内容でございますので、私のほうからお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

  御提案いただきました健幸マイレージ事業、実は新年度、平成28年度から御提案

いただいております健幸マイレージ事業と似た事業を実施したいということで、今

予算要求をしております。 

  どんなことを考えているんかということなんですけども、いわゆる端的に言いま

すと、いわゆる特定健診の受診率を上げていきたい、それからまた、各がん検診の

受診率を上げていきたいと、そういう思いを持っております。といいますのが、御

承知のように、宍粟市、平均寿命と健康寿命には差がございます。また、健康寿命

につきましても、県平均、全国平均より下回っている状況でありますので、やはり

その健康寿命を延ばしていこうというのが大きな施策の柱になっております。これ

は第２次の宍粟市の健康増進計画にもこの健康寿命を延ばしていこうということで、

それぞれライフステージごとにいろんな取り組みを行っております。その中でも、
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特に成人の部分、この成人の方々に対しては、やはり今後の生活習慣病対策、これ

が大きな柱になってきます。それと、やはり宍粟市、死亡原因の第１位ががんでご

ざいますので、やはりこのがんの対策も必要でございますので、こういう取り組み

もやっていきたいなと。 

  今、各それぞれクーポンを出したりして、今それぞれの受診率を上げていこうと

いうことでそれぞれ努力はしとんですけども、なかなか特定検診におきましては約

40％弱の受診率で今推移をしております。 

  それから、各がん検診におきましても、30％の受診率のがん検診もあれば、20％

台で低迷しているというがん検診もございますので、特に特定健診につきましては、

受診率を60％を目標に取り組んでいきたいなと。それから、がん検診につきまして

も50％の受診率を目標に取り組んでいきたいと、そんな思いを持っておりますので、

やはり市民の命と健康を守るというのが一つの大きな責務でございますので、そう

いう受診率を上げるということも狙いとして、そういうポイント制度といいますか、

そんなことに取り組んでいきたいということで、今、予算要求をしております。予

算協議はこれからでございますので、頑張っていきたいなと思っています。 

  それから、認知症の関係でございますけども、いわゆる平均寿命がどんどん延び

ております。それにつれて認知症疾患、これが増えていくというのはもう御存じの

とおりでございますので、やはり第６期の介護保険事業計画の中でも、今後の認知

症対策というのも一つの重点施策の一つということでうたっております。 

  いろいろ事業の取り組みを進めておるわけなんですけども、特に主なものにつき

ましては、認知症初期集中支援チーム、認知症の初期に対応しようという、そうい

うチームを平成29年度設置に向けて今準備を進めておるところでございます。 

  このチームには、やはりドクターが、これはもう必要でございますので、市医師

会の御協力を得まして、先生に認知症サポート医の研修、これを受けていただいて

おる先生もございます。それから、ふだん、それぞれ市民の方々がかかりつけの先

生等に健康管理の御相談もされますので、かかりつけ医の先生方にも認知症の対応

力向上研修というのがあるんですけども、そんな研修も受けていただいて、ふだん

からかかりつけ医の先生と、それから認知症のサポート医の先生が連携する中で、

早期発見・早期対応をしていこうと、そんな体制をつくっていきたいということで、

今準備を進めておるところでございます。 

  それから、もう一つ、「気づき」ということで、一番大事なことは、やはり御家

族の方も含めて、多くの市民の方々に、やはり認知症について正しく理解をしてい
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ただくということが、これ非常に大切なことでございますので、今、認知症のサポ

ーターの養成講座であるとか、それから出前講座であるとか、それからいろんな講

演会も開催する中で、やはりその地域の中で認知症の理解をしていただく、また支

え合っていただくと、そういうことも大切であるということで、今そんな取り組み

も順次進めておりますし、今後も進めていこうというふうに思っております。 

  それから、当然いろんな老人クラブの健康教室とかいろんなことで事業も行って

おりますので、行政の保健師等々、専門職につきましても、やはりそういういろん

な教室の中で認知症のことについての予防であるとか、そんなことも行っておりま

すし、また、ケアプランをつくっていただくケアマネジャーさんの方々についても、

やはり認知症についていろんな研修も受けていただいたりということで、全体的に

まず早期発見・早期対応を支援をしていく、そういう体制を今順次準備を進めたり、

今取り組みを進めておりますので、そういうことでいろんなこと、たくさんのこと

をやっていかなければならないというふうに思ってますので、一つ一つできること

から、いろんな教育機関、医師会とかいろんなとこに御協力いただかなければなり

ませんので、今そういうふうなことで体制づくりを進めております。 

  以上です。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） いろいろとありがとうございました。先ほど申しました健

幸マイレージ事業の件ですけれども、この名前かどうかわかりませんけれども、来

年度できるということで期待をしております 

  がん検診、また健康診断というのは本当に大事でございますので、その啓発の意

味でも、また、これがちゃんと充実していくように、よろしくお願いをしたいと思

います。 

  認知症なんですけれども、本当に認知症になられた方はわからないんですよ。家

族がとっても大変なんですね。本当に見放すとどっかへ行っちゃうし、何をするか

わからないということで、家族の生活がとっても乱れてきまして、本当に大変でご

ざいます。ですから、早期発見で周りの方がちょっとおかしいなと、おかしいなっ

て、ちょっと認知症が入っているんと違うかなというような感じも、家族の人に言

いにくかっても相談したり、そういうふうな地域の連携も必要かなと思いますので、

そういう対策も地域サポートでいろいろできるようにしていきたいと思います。 

  また、認知症サポーターの養成講座というのがあると思いますが、これたくさん

の方に参加をしていただいて、携わってくださる方がなくっても、買い物に行って
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もちょっと困っていらっしゃるんじゃないかなというのがわかる、何かが講座に出

ているとわかると思いますので、たくさんの方が参加ができて、私は認知症サポー

ターやでという、サポートできるでという人をたくさんつくることが、このまちに

とっても大切かなと思います。 

  埼玉県の熊谷市では、たくさんの養成講座に参加されて、本当にそこら辺にいっ

ぱいサポーターがいらっしゃって、たくさんの人を見守っているという話も聞きま

したので、どうか、私もその講座があれば参加して、認知症サポーターになりたい

なと思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

  なぜ認知症になるのかというのは、これがまた全然わからない感じですよね。誰

もがそうなる危険性を持っているわけですよ。私は大丈夫と思っても、いきなり来

るんですね、これ。ですから、本当に健康な人生を全うするために、どうしたらい

いのかというのは、一人では難しい。ここに詩人、バイロンの言葉があるんですが、

「人は一人で生きるようにつくられていない」という言葉があるんですよ。本当に

一人で生きられません。一人でいると認知症になってしまいます。ですから、本当

に地域で支え合っていくというのがとても大切だし、周りの人を見ていくという、

そういうまちでありたい。 

  さっきも人情とかおっしゃってましたけども、教育長が紹介されましたけども、

本当にあそこのまちは人情があるでと、本当に温っかいでと、みんなが守っていけ

るでって、そういうまちでありたいと思いますので、認知症のこの体制は難しいと

思いますけども、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、移住の件なんですけども、智頭町でございますけども、これ本当に

徹底しているというんでしょうか、まるたんぼうという幼稚園がありまして、これ

に全国から来たいと言って移住してくるわけですよ。でも、これは昨日もそうです

し、今日もそうでしたけども、百人委員会というのが智頭町にありまして、町民の

皆様からこんなんしたらいいという意見で、まるたんぼうというのもでき上がった

と聞いております。宍粟は４万200人ぐらいの人口があるわけですから、智頭町は7､

600人ぐらいしか人口がありません。小さいからできるかなとは思うんですけども、

本当に皆さんの意見を聞きながら、どこにそのすばらしい意見があるのかわかりま

せんので、そういうことも加えて本当に宍粟ならでは、あそこに行きたいなという

魅力をどんどん見つけていきたいと思います。 

  ですから、先ほど移住者もあると聞きましたけども、ここ何年かのうちどのくら

いありまして、その人たちの生活状況だったり、すばらしいところが何かどっかに
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書かれる、そういうものができるといいなと思っておりますけども、そういうのを

つくられる計画はありますか。 

○議長（秋田裕三君） 暫時休憩。 

     午後 ３時３６分休憩 

                                       

     午後 ３時３７分再開 

○議長（秋田裕三君） 休憩を解いて、会議を再開します。 

  坂根まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（坂根雅彦君） 移住者の皆さんのそういったものをつくると

いうことは考えているのかという御質問でありますが、今のところ、具体的にどう

しようということについての計画はございませんが、既に宍粟市のほうに移住をな

されて、生活をなさっている方々のネットワークというのができております。そう

いった方々のネットワーク、任意でされておるわけですが、その方々との連携とい

うことについても図っていく必要があるのかなというふうに思っています。 

  というのは、宍粟に来て、こんないいところを発見できたよとかいう、我々がな

かなかふだん気づかないこと、そういったところの観点で我々にも助言をいただけ

るんではないかなと、そんなふうに思っておりますので、そのあたりのネットワー

クという部分についても連携を図っていきたいということについては、私どもは今

考えておりますので、今後ともその方たちとの話の中で、何かいいものができれば

なと、そんなふうに思います。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） 再度、智頭町のまるたんぼうのお話をいたしますけれども、

ここは本当に山しか、９割がもうここは宍粟と同じで森林でございます。何もない

ってその地域の方はおっしゃるんですけども、子どもが、特に幼児期に発達すると

いう五感を自然の中で鍛えていけるということがとても大きなこれが財産になるっ

ていうことで来られるわけですね。 

  宍粟においても９割、ほとんど一緒な状況でございます。ですから、森林セラピ

ーも通しながら、本当にここで育てたらすごいでっていう、そういうものをまたＰ

Ｒをどんどんしていただきたいと思うんですね。 

  先ほど同僚議員もおっしゃってましたけども、このまちがよくなる、発展するす

ごい魅力のあるすばらしいものになっていくといったら、やっぱり市長だったり、

町長のその働きぶりというのか、思いが大事だっておっしゃってましたけども、本
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当にどういう思いでこの宍粟を変えていくのか、こういう思いが私にはあるぞとい

うふうにどんどんＰＲを、多分されていると思いますけども、この智頭町の町長さ

んも、本当に国に頼っていてはだめだと。地方自身でやらないといけないという熱

い思いがありまして、やっぱりその百人委員会をつくって、皆さんの意見をどんど

んどんどん出していただきながら、いいものをみんなでつくり上げていこうという

ことで、智頭町がこんな小さなまちだけども、全国的に有名になって、雑誌にも出

て、本当に生き生きと頑張っていらっしゃいます。 

  若いパン屋さんをしていらっしゃるお母さんは、ばりばり働きたいんだったら智

頭町に来いというふうにアピールしていらっしゃるみたいですけども、そこに移住

して何か自分でいろんなものをつくり出していく人が増えれば、それがまた大きな

宍粟の力になっていくと思いますので、そういうやっぱり助言をしたり、いろんな

補助的なものもしていただきながら、本当にすばらしい人がまた宍粟に来ていただ

くように、よろしくお願いをしたいと思います。 

  先ほどキャンピングカーという話をしましたけども、ただ遊びに来るんじゃなく

って、見学に来るにも、やっぱりそういうものを使っていただくと、より楽しくな

って、いいんじゃないかなと、子ども連れで、また、たくさんの人にそういうふう

にして宍粟に足を運んでいただくことが大事でございます。ネットで見るんじゃな

くって、本当に自分でしっかり見ていただいて、よさを感じていただくことが大事

かなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  そして、この書籍消毒機導入でございますけども、教育長、また考えていただけ

るような感じで今受け取りましたけども、確かに本当に安心して、やっぱりたくさ

んの方が触れている本でございますので、子どもがまた手にしたときに、ダニだっ

たり、本当にたくさんの細菌があったりして、やっぱり今のアトピーだって、いろ

んな子どもさんにも影響があると思いますので、こういうのはちょっと高いとは思

いますけども、一度購入しておけば、あとは大丈夫だと思いますので、ニーズもあ

るというお話も聞いておりますので、御検討をいただきたいと思います。 

  また、読書通帳でございますけども、子どもたちだけではなくて、高齢者の方な

り市民全体がこの読書通帳を通して本に触れ合っていくということを考えていただ

ければと思います。 

  子どもは学校に行けば図書室もありますし、本に触れることもあるんですけども、

高齢になりますと、なかなか本に親しむこともありません。図書館に行かないと、

買うことも大変な方はもう図書館に行っていろんな本に触れていくわけですので、
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この通帳も大事かなと思います。 

  本当に子どもの人間形成をつくっていくには、本はとっても大事だと思っており

ます。学校で知識をしっかり頭に詰めることはもちろん大事ですけども、ちょっと

下手をしたら、切れてしまう子どもさんもいらっしゃったりすると、やっぱり本に

よって人生観が変わったり、人を思いやったり、そういうことができると思います

ので、是非早急にこの市民全体がこの読書通帳を通して本に触れていく、そういう

ことを考えていただきたいと思います。再度お願いいたします。 

○議長（秋田裕三君） 西岡教育長。 

○教育長（西岡章寿君） 書籍消毒機につきましては、前向きに考えていきたいと思

うとんですけど、山崎図書館以外にほかにも図書館がありまして、その辺の兼ね合

わせもありまして、しっかり検討はさせていただきたいと思います。 

  それから、読書通帳につきましては、先ほど申し上げたとおりなんですが、私、

この間、出張で行ったところに図書館が併設してありまして、そこで見たんですが、

読書貯金ってあるんですね。金融機関とタイアップしまして、読んだ本が980円と

か、1,200円とか、それがずっと積み立てられると。そしたら、自分はこんだけの

金額の本を読んだんだということで、これがものすごく子どもたちが喜ぶんだと言

われまして、市内の金融機関にもそういう声をかけてみいたなという気持ちは持っ

ておりますが、いずれにしましても、学校にもしっかり紹介していきたいと思って

おります。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  最後に、市長にお聞きいたします。よろしいでしょうか。 

  先ほど浅田部長のほうから健幸マイレージのお話を聞きました。来年度からこう

いうものをつくっていきたいということでございます。予算の今検討をされている

と思いますが、しっかりとこの要望の中に入れていただいて、市民の皆様が健康で

がんとか、そういうものにかかりにくいようなまちになっていきたいと思いますの

で、是非市長、予算要望を通していただくように再度お願いしておきます。 

○議長（秋田裕三君） 福元市長。 

○市長（福元晶三君） 先ほど福祉部長のほうから市民の命と健康を守るという強い

決意の中でお話がありました。これから予算協議に入っていくわけでありますが、

特に具体的な要求内容をさらに十分に検討する中で、実施についての判断をしてい

きたいと、このように考えております。よろしくお願いします。 
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○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員。 

○９番（榧橋美恵子君） 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋田裕三君） ９番、榧橋美恵子議員の一般質問を終わります。 

  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

  次の本会議は、12月18日午前９時30分から開会いたします。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

     （午後 ３時４５分 散会） 

 

 


